
は
じ
め
に

弩
は
、『
和
名
類
聚
抄
』
で
「
於
保
由
美
」
と
訓
ま
れ
、
矢
を
遠
方
ま
で
発
射
す

る
射
遠
機
で
あ
る
。「
臂
」
と
よ
ば
れ
る
銃
身
に
弓
身
を
装
着
し
、「
機
」
と
よ
ば

れ
る
機
械
仕
掛
け
の
引
金
に
よ
っ
て
矢
を
発
射
す
る
、
強
力
な
武
器
で
あ
る
。「
い

し
ゆ
み
」
と
も
訓
ま
れ
、
石
を
は
じ
き
飛
ば
す
の
に
用
い
た
大
型
の
弓
と
解
さ
れ

る
こ
と
も
あ
る（
１
）

が
、
養
老
軍
防
令
衛
士
上
下
条
に
は
「
教
二

習
弓
馬
一

、
用
レ

刀
、
弄
レ

槍
、
及
発
レ

弩
、
抛
レ

石
」
と
規
定
し
、
令
義
解
は
「
抛
レ

石
」
に
つ
い
て
「
抛
者
、

猶
擲
也
。
作
二

機
械
一

擲
レ

石
撃
レ

敵
也
」
と
説
明
し
、
弩
を
発
す
る
こ
と
と
、
機
械

仕
掛
け
で
石
を
擲
う
つ
こ
と
を
区
別
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
弩
は
、
古
代
中
国
で
は
戦
国
時
代
以
来
盛
ん
に
使
用
さ
れ
、
唐
代
に

も
重
視
さ
れ
て
い
た
武
器
で
あ
る
。
日
本
古
代
の
律
令
国
家
で
も
弩
は
、
軍
防
令

に
弓
馬
、
刀
、
槍
と
並
ぶ
武
装
と
し
て
、
ま
た
私
蔵
を
禁
止
さ
れ
国
家
に
よ
っ
て

独
占
さ
れ
る
べ
き
重
要
な
武
器
の
一
つ
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
た
。

弩
の
研
究
に
つ
い
て
は
早
く
、
中
国
と
の
対
比
か
ら
論
じ
た
駒
井
和（
２
）
愛
、
末
永

雅（
３
）
雄
、
律
令
に
規
定
す
る
禁
兵
器
の
な
か
で
論
じ
た
瀧
川
政
次
郎
な（
４
）
ど
に
よ
る
も
の

が
あ
っ
た
。
専
論
と
し
て
は
陸
奥
・
出
羽
・
鎮
守
府
の
弩
と
弩
師
を
中
心
に
し
た

板
橋
源
の
研（
５
）
究
を
先
蹤
と
し
、
近
江
昌（
６
）
司
に
よ
っ
て
文
献
史
料
か
ら
八
・
九
世
紀

を
中
心
に
し
た
弩
と
弩
師
に
つ
い
て
の
基
礎
的
状
況
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
ま
た

櫛
木
謙
周
に
よ
っ
て
製
造
技
術
の
面
か
ら
も
検
討
が
進
め
ら
れ（
７
）
た
。
そ
の
他
に
、

東
北
地
方
の
弩
の
実
態
を
遺
構
面
か
ら
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
加
藤（
８
）
孝
、
東
南

ア
ジ
ア
な
ど
の
民
俗
事
例
か
ら
の
類
推
で
隼
人
が
弩
を
使
用
し
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
す
る
胡
口
靖（
９
）

夫
な
ど
、
文
献
以
外
の
資
料
か
ら
弩
の
実
態
を
明
ら
か
に
し

よ
う
と
す
る
研
究
も
発
表
さ
れ
た
が
、
推
測
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多
い
と
い
わ
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
島
根
県
出
雲
市
姫
原
西
遺
跡
や
宮
城
県
伊
治
城
跡
か

ら
弩
の
「
臂
」
や
「
機
」
な
ど
が
出
土（
１０
）
し
、
改
め
て
弩
の
実
態
に
注
目
が
集
ま
り
、

石
原
渉
が
考
古
資
料
と
し
て
の
弩
関
係
品
の
集
約
と
分
析
を
進
め（
１１
）
た
。
さ
ら
に
鄭

淳
一
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
九
世
紀
の
弩
師
の

配
置
を
新
羅
と
の
緊
張
関
係
か
ら
論（
１２
）
じ
、
五
十
嵐
基
善
は
節
度
使
体
制
と
の
関
係

か
ら
論
じ（
１３
）
た
。

こ
の
よ
う
に
弩
に
つ
い
て
は
論
じ
つ
く
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
律
令

国
家
と
軍
制
の
な
か
で
の
実
態
と
し
て
の
弩
の
位
置
づ
け
、
官
人
制
度
の
な
か
で

日
本
古
代
に
お
け
る
弩
と
弩
師

＊
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の
弩
師
の
位
置
づ
け
と
そ
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
論
じ
残
さ
れ
て
い
る
点
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
弩
の
配
備
と
実
態
、
弩
師
の
設
置
と
そ
の
制
度

上
の
位
置
づ
け
、
弩
と
弩
師
の
終
焉
に
対
す
る
全
体
像
を
律
令
国
家
の
歴
史
的
展

開
の
な
か
で
提
示
し
、
そ
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一

日
本
古
代
の
弩
の
実
態

（
１
）
律
令
規
定
の
弩

ま
ず
律
令
の
規
定
か
ら
み
て
い
き
た
い
。
養
老
軍
防
令
は
軍
団
に
お
け
る
弩
手

を
規
定
す
る
。

凡
弩
手
赴
二

教
習
一

、
及
征
行
、
不
レ

須
レ

科
二

其
弓
箭
一

。

凡
軍
団
、
毎
二

一
隊
一

、
定
二

強
壮
者
二
人
一

、
分
充
弩
手
。
均
分
入
レ

番
。

軍
団
で
は
一
隊
ご
と
に
強
壮
者
二
人
を
弩
手
に
充
て
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
弩

自
体
は
所
属
す
る
軍
団
か
ら
離
れ
た
所
に
赴
い
て
教
習
を
受
け
る
も
の
と
さ
れ
る
。

弓
箭
の
よ
う
な
通
常
の
武
器
で
は
な
い
。
ま
た
、

凡
衛
士
者
、
中
分
一
日
上
、
一
日
下
。（
中
略
）
毎
二

下
日
一

、
即
令
下

於
二

当
府
一

教
二

習
弓
馬
一

、
用
レ

刀
、
弄
レ

槍
、
及
発
レ

弩
、
抛
レ

石
。
至
二

午
時
一

各
放
還
。

仍
本
府
試
練
、
知
二

其
進
不
一

。
即
非
二

別
勅
一

者
、
不
レ

得
二

雑
使
一

。

と
、
衛
士
が
衛
士
府
に
お
い
て
教
練
し
て
向
上
を
確
認
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
、

弓
馬
、
刀
、
槍
、
弩
、
抛
石
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
軍
団
兵
士
の
弩
手
が
教
習
を

受
け
る
場
は
衛
府
な
ど
が
想
定
さ
れ
て
い
た
と
し
て
よ（
１４
）
い
。

し
た
が
っ
て
弩
は
軍
団
や
衛
府
に
備
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
、
国
家
に
よ
っ
て
独

占
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
私
家
所
有
は
禁
止
さ
れ
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。
軍
防
令
で
は
軍
団
の
兵
士
や
武
器
の
規
定
の
次
に
、
次
の
よ
う

な
私
家
所
有
禁
止
規
定
を
置
く
。

凡
私
家
、
不
レ

得
レ

有
二

鼓
・
鉦
・
弩
・
牟
・
具
装
・
大
角
・
少
角
及
軍
幡
一

。

唯
楽
皷
不
レ

在
二

禁
限
一

。

こ
の
条
文
は
大
宝
軍
防
令
に
も
存
在
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ（
１５
）
る
。
唐
擅
興
律
私
有

禁
兵
器
条
疏
議
に
は
「
私
有
二

禁
兵
器
一

、
謂
甲
弩
矛
�
具
装
等
、
依
レ

令
、
私
家
不
レ

合
レ

有
」
と
あ
り
、
唐
令
、
少
な
く
と
も
開
元
二
十
五
年
令
に
は
養
老
令
当
該
条
に

対
応
す
る
規
定
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い（
１６
）
る
。
し
た
が
っ
て
大
宝
・
養
老
令
の
弩
の

私
家
所
有
禁
止
規
定
は
唐
令
を
継
受
し
た
も
の
で
あ
る
。

律
で
は
擅
興
律
私
有
禁
兵
器
条
、
賊
盗
律
盗
禁
兵
器
条
に
あ
る
よ
う
に
、
軍
防

令
の
私
家
所
有
禁
止
に
連
動
す
る
禁
兵
器
の
一
つ
と
し
て
弩
を
規
定
す
る
。

養
老
擅
興
律
私
有
禁
兵
器
条
は
「
私
有
二

禁
兵
器
一

者
、
徒
一
年
」
と
い
う
逸
文

し
か
知
ら
れ
な
い（
１７
）
が
、
対
応
す
る
唐
律
は
「
諸
私
有
二

禁
兵
器
一

者
、
徒
一
年
半
。

弩
一
張
、
加
二
等
。
甲
一
領
及
弩
三
張
、
流
三
千
里
。
甲
三
領
及
弩
五
張
、
絞
。

私
造
者
、
各
加
一
等
」
と
弩
を
含
む
禁
兵
器
の
私
有
、
私
造
に
対
す
る
罰
則
を
規

定
し
て
い
る
。

養
老
賊
盗
律
盗
禁
兵
器
条
は
、「
凡
盗
二

禁
兵
器
一

者
、
徒
一
年
半
。
弩
、
具
装
者
、

徒
二
年
」
と
、
弩
を
含
む
禁
兵
器
を
盗
ん
だ
場
合
の
刑
罰
を
規
定
す
る
。
対
応
す

る
唐
律
は
「
諸
盗
二

禁
兵
器
一

者
、
徒
二
年
。
甲
、
弩
者
、
流
二
千
里
」
と
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
大
宝
・
養
老
律
令
の
規
定
の
禁
兵
器
と
し
て
弩
が
唐
律
令
か
ら

継
受
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。

（
２
）
弩
の
実
態

で
は
弩
の
実
態
は
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
近
江
昌
司
は
律
令

規
定
に
も
と
づ
い
て
軍
団
に
弩
が
配
備
さ
れ
、
弩
の
教
習
も
行
わ
れ
て
い
た
と
し

て
い
る
。
し
か
し
律
令
の
規
定
が
そ
の
ま
ま
実
行
さ
れ
て
い
た
は
ず
だ
と
い
う
前

日
本
古
代
に
お
け
る
弩
と
弩
師

二



提
に
拠
っ
て
お
り
、
そ
の
前
提
自
体
が
積
極
的
に
論
証
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
改
め
て
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
律
令
以
前
を
検
討
し
て
み
よ
う
。『
日
本
書
紀
』
に
は
弩
に
つ
い
て
四
か
所

に
し
か
み
え
な
い
。

欽
明
二
十
三
年
六
月
条
は
、
新
羅
に
よ
っ
て
任
那
が
滅
ぼ
さ
れ
た
こ
と
に
対
し

て
、
報
復
す
る
こ
と
を
誓
う
欽
明
の
詔
で
あ
る
。
そ
の
な
か
に
「
新
羅
、
長
戟
強

弩
、
凌
二―

蹙
任
那
一

」
と
、
新
羅
が
長
戟
、
強
弩
し
て
任
那
を
攻
め
た
と
記
す
。『
日

本
書
紀
』
に
お
け
る
弩
の
初
見
だ
が
、
こ
の
詔
文
の
ほ
ぼ
す
べ
て
が
『
梁
書
』
王

僧
弁
伝
に
み
え
る
承
聖
元
年
（
五
五
二
）
の
王
僧
弁
と
陳
霸
先
の
誓
盟
文
に
依
拠

し
た
潤
色（
１８
）
で
、『
日
本
書
紀
』
の
当
該
部
分
は
『
梁
書
』
の
「
景
、
長
戟
彊
弩
、
凌
二―

蹙
朝
廷
一

」
と
固
有
名
詞
を
の
ぞ
く
と
ほ
ぼ
同
表
現
で
あ
る
。
新
羅
に
よ
る
任
那
攻

撃
の
実
態
を
示
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。

推
古
二
十
六
年
（
六
一
八
）
八
月
癸
酉
条
は
、
高
句
麗
が
隋
・
煬
帝
の
攻
撃
を

打
ち
破
っ
た
の
で
、「
俘
虜
貞
公
普
通
二
人
、
及
鼓
吹
弩
抛
石
之
類
十
物
、
�
土
物

駱
駝
一
匹
」
を
倭
国
に
献
上
し
て
き
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
み
え
る

弩
・
抛
石
な
ど
は
隋
か
ら
の
捕
獲
品
で
あ
る
。

天
武
元
年
（
六
七
二
）
七
月
壬
寅
条
は
、
壬
申
の
乱
に
お
け
る
瀬
田
橋
の
戦
い

の
記
述
で
あ
る
。
瀬
田
橋
を
は
さ
ん
で
大
海
人
皇
子
側
の
村
国
男
依
ら
の
軍
と
戦

う
大
友
皇
子
側
の
軍
勢
の
描
写
と
し
て
「
旗
�
蔽
レ

野
、
埃
塵
連
レ

天
。
鉦
皷
之
声
、

聞
二

数
百
里
一

。
列
弩
乱
発
、
矢
下
如
レ

雨
」
と
み
え
る
。
こ
れ
は
『
後
漢
書
』
光
武

紀
更
始
元
年
（
二
三
）
三
月
条
の
「
旗
�
蔽
レ

野
、
埃
塵
連
レ

天
。
鉦
皷
之
声
、
聞
二

数
百
里
一

。（
中
略
）
積
弩
乱
発
、
矢
下
如
レ

雨
」
か
ら
の
引
用
で
あ（
１９
）
り
、
こ
れ
を
根

拠
に
壬
申
の
乱
の
戦
闘
で
弩
が
使
わ
れ
て
い
た
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

天
武
十
四
年
十
一
月
丙
午
条
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

詔
二

四
方
国
一

曰
、
大
角
小
角
、
鼓
吹
幡
旗
、
及
弩
抛
之
類
、
不
レ

応
レ

存
二

私

家
一

。
咸
収
二

于
郡
家
一

。

集
団
戦
用
の
武
器
の
私
家
所
有
禁
止
と
「
郡
家
」
へ
の
収
公
を
命
じ
た
も
の
で
、

そ
の
な
か
に
弩
・
抛
が
み
え
る
。
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
解
釈
す
れ
ば
、
弩
・
抛
な
ど

が
民
間
に
広
く
存
在
、
所
有
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
国
家
が
禁
じ
て
収
公
し
た
も

の
で
、
弩
な
ど
が
国
家
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
て
い
く
律
令
軍
制
実
施
の
準
備
過
程

と
い
う
こ
と
に
な（
２０
）
る
。

し
か
し
、
先
に
論
じ
た
よ
う
に
こ
の
記
事
は
、
大
宝
・
養
老
軍
防
令
の
鼓
・
鉦
・

弩
・
牟
・
具
装
・
大
角
・
少
角
・
軍
幡
な
ど
の
私
家
所
有
禁
止
規
定
に
対
応
し
、

さ
ら
に
唐
令
に
遡
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
大
宝
・
養
老
令
規
定
に
先
立
つ
私

家
所
有
禁
止
規
定
と
し
て
う
ち
出
さ
れ
た
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
こ

こ
ま
で
弩
が
存
在
し
使
用
さ
れ
た
こ
と
を
直
接
示
す
記
述
が
な
い
こ
と
を
考
え
る

と
、
こ
れ
を
も
っ
て
た
だ
ち
に
律
令
国
家
成
立
期
に
弩
が
私
家
所
有
さ
れ
て
い
て
、

そ
れ
を
禁
止
し
た
と
み
る
こ
と
は
難
し
い
。

こ
の
よ
う
に
『
日
本
書
紀
』
に
み
え
る
弩
は
、
漢
籍
か
ら
の
引
用
ま
た
は
中
国

の
弩
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
天
武
十
四
年
の
収
公
規
定
も
、
弩
が
国
家
に
よ
っ
て

独
占
さ
れ
る
べ
き
位
置
づ
け
に
あ
る
こ
と
を
う
ち
だ
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

倭
国
あ
る
い
は
日
本
列
島
に
お
い
て
弩
が
存
在
し
使
用
さ
れ
た
こ
と
を
直
接
示
す

も
の
で
な
い
と
い
え
る
。

で
は
考
古
資
料
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
考
古
資
料
に
み
え
る
弩
や
そ
の
関
係
品
に

つ
い
て
は
石
原
渉
の
検
討
が
あ（
２１
）
る
。
表
１
に
示
し
た
が
、
四
つ
に
大
別
で
き
る
。

一
つ
は
弥
生
中
〜
後
期
の
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る
銅
鏃
で
あ
り
、
弩
で
使
用

さ
れ
る
矢
の
鏃
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
多
く
は
漢
式
の
鏃
で
、
宝
器
と
し
て
単
体

で
受
容
さ
れ
た
可
能
性
が
高
く
、
最
終
的
に
は
副
葬
品
と
し
て
埋
納
さ
れ
た
と
考
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え
ら
れ
て
い
る
。

二
つ
め
は
弥
生
後
期
〜
古
墳
初
頭
の
遺
跡
と
さ
れ
て
い
る
島
根
県
出
雲
市
姫
原

西
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
弩
型
の
木
製
品
で
あ
る
。「
臂
」
と
よ
ば
れ
る
銃
身
に
あ
た

る
部
分
で
、
全
長
九
一
・
四
セ
ン
チ
、
桑
の
木
で
作
ら
れ
て
い
る
が
、
実
用
品
で

は
な
く
祭
祀
用
の
武
器
型
木
製
品
だ
と
さ
れ
て
い（
２２
）
る
。

三
つ
め
は
宮
城
県
栗
原
市
（
旧
築
館
町
）
伊
治
城
跡
出
土
の
弩
機
で
あ
る
。
伊

治
城
は
律
令
国
家
が
東
北
経
営
の
拠
点
と
し
て
設
定
し
た
城
柵
の
一
つ
で
、
七
世

紀
中
ご
ろ
〜
九
世
紀
の
遺
構
で
あ
る
。
弩
機
は
、
外
郭
東
辺
内
で
内
郭
東
辺
に
近

接
す
る
第
四
九
一
号
竪
穴
住
居
跡
か
ら
出
土
し
た
。
同
じ
竪
穴
住
居
跡
か
ら
は
八

世
紀
後
半
こ
ろ
と
考
え
ら
れ
る
土
師
器
、
須
恵
器
類
が
出
土
し
て
い（
２３
）
る
。
弩
機
は

発
射
装
置
の
部
分
で
、
こ
れ
が
銃
身
部
分
に
な
る
木
製
の
「
臂
」
に
装
着
さ
れ
る
。

宝
亀
年
間
か
ら
鎮
守
府
に
弩
師
が
配
置
さ
れ
て
い
た
の
で
、
こ
の
弩
機
は
伊
治
城

に
も
配
置
さ
れ
た
弩
師
の
持
物
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ（
２４
）
る
。

四
つ
め
は
奈
良
・
平
安
期
の
東
北
支
配
の
拠
点
秋
田
城
跡
か
ら
出
土
し
た
「
弩
」

銘
の
墨
書
土
器
で
あ
る
。
こ
れ
は
弩
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
平
安
期
に
出
羽
国

に
弩
師
が
設
置
さ
れ
て
い
た
の（
２５
）
で
、
そ
れ
と
の
関
係
が
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
古
出
土
遺
物
と
し
て
は
今
の
と
こ
ろ
弥
生
〜
古
墳
初
期
の
遺
跡

と
、
奈
良
・
平
安
期
の
東
北
地
方
の
城
柵
か
ら
の
出
土
品
の
み
で
あ
る
。
し
か
も

前
者
は
宝
器
、
祭
祀
用
具
と
み
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
弩
自
体
は
、
弥
生
文

化
の
な
か
で
宝
器
と
し
て
移
入
さ
れ
、
形
を
模
し
た
祭
祀
用
品
と
し
て
作
成
さ
れ

た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
古
墳
期
以
降
は
姿
を
消
し
、
八
世
紀
に
な
っ
て
実
際
に
使

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
状
況
を
示
し
て
い
る
。『
日
本
書
紀
』
に
み
え
る
弩
が
、
一

例
を
除
い
て
漢
籍
の
引
用
か
、
隋
か
ら
の
捕
獲
品
で
あ
る
こ
と
と
あ
わ
せ
て
考
え

る
と
、
七
世
紀
ま
で
は
実
用
品
と
し
て
の
弩
は
列
島
社
会
で
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し

表１ 出土弩関係品一覧（参照、石原渉「収蔵資料 永初６年銘「弩」について」（『観峰館紀要』３、２００７））

出典

（１）

（２）

（３）

（３）

（３）

（３）

（４）

（３）

（３）

（３）

（３）

（３）

（５）

（６）

（７）

出典
（１）『原の辻遺跡特定調査事業発掘調査報告書』１、長崎県教育委員会、１９９９
（２）『安徳台遺跡群』那珂川町文化財調査報告書第６７集、那珂川町教育委員会、２００６
（３）吉留秀敏・茂和敏「福岡市クエゾノ遺跡採集の中国製銅鏃について」『古文化談叢』第２７集、九州古文化研究会、１９９２
（４）村川行弘・石野博信『会下山遺跡』芦屋市文化財調査報告第３集、芦屋市教育委員会、１９６４
（５）『姫原西遺跡』一般国道９号出雲バイパス建設予定地内埋蔵文化財発掘調査報告Ⅰ、島根県教育委員会、１９９９
（６）『伊治城―平成１１年度第２６次発掘調査報告書―』築館町文化財調査報告書第１３集、築館町教育委員会、２０００
（７）『秋田城出土文字資料集』Ⅲ、秋田市教育委員会・秋田城跡調査事務所、２０００

特徴

土壙から朝鮮系無紋土器とともに出土

住居跡から出土。大陸・朝鮮半島からの移入品か

７点のうち点は漢式三稜鏃、１点は朝鮮半島製の可能性

２点出土、１点は漢式。土砂崩れの際に発見

弩の銃身部、桑の木製、祭祀用木製品

外郭内で内郭東辺に近接する竪穴住居跡から出土

「弩」銘

出土品

三翼鏃

三稜鏃

三稜鏃

三稜鏃

三稜鏃

三稜鏃

三翼鏃

三稜鏃

三稜鏃

三稜鏃

三稜鏃

三稜鏃

臂

弩機

墨書土器

時期

弥生中期

弥生中期～後期

弥生中期

弥生中期

弥生中期

弥生中期～後期

弥生中期

弥生中期

弥生中期

弥生後期～古墳初期

８世紀後半

遺跡名

長崎県壱岐市・原の辻遺跡

福岡県那珂川町・安徳台遺跡群

福岡市早良区・クエゾノ遺跡内

福岡県福津市・今川遺跡

岡山県・窪木遺跡

香川県・角山麓表採品

神戸市・会下山遺跡

鳥取県湯梨浜町長江

福井県坂井郡内

岩手県・熊堂古墳

沖縄県うるま市・宇堅貝塚

沖縄県読谷村・浜谷貝塚

島根県出雲市・姫原西遺跡

宮城県栗原市・伊治城跡

秋田県秋田市・秋田城跡

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

日
本
古
代
に
お
け
る
弩
と
弩
師

四



て
い
な
か
っ
た
と
み
て
よ
い
。
天
武
十
四
年
十
一
月
の
集
団
戦
用
武
器
の
私
家
所

有
禁
止
収
公
命
令
の
中
に
弩
が
み
え
る
の
も
、
軍
防
令
や
擅
興
律
規
定
に
関
係
し

た
も
の
で
、
た
だ
ち
に
弩
が
広
く
存
在
し
そ
れ
を
収
公
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

唐
律
令
を
継
受
し
軍
団
制
を
構
築
す
る
な
か
で
、
隋
唐
で
重
要
な
武
器
だ
っ
た

弩
も
ま
ず
法
規
定
上
受
容
し
、
実
際
に
製
造
、
配
備
さ
れ
て
い
く
の
は
八
世
紀
以

降
と
み
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

（
３
）
節
度
使
と
弩
の
配
備

天
平
四
年
（
七
三
二
）、
新
羅
と
の
緊
張
関
係
か
ら
、
節
度
使
が
東
海
・
東
山
道
、

山
陰
道
、
西
海
道
に
設
置
さ
れ
た
（『
続
日
本
紀
』
同
年
八
月
丁
亥
条
）。
東
海
・

東
山
・
山
陰
道
諸
国
の
兵
器
・
牛
馬
の
他
道
へ
の
移
動
を
禁
止
し
、
百
石
以
上
の

船
を
造
っ
て
軍
備
を
整
備
し
、
軍
粮
を
蓄
え
、
兵
士
を
徴
発
し
て
訓
練
を
行
う
こ

と
な
ど
が
規
定
さ
れ
た
（『
続
日
本
紀
』
同
年
八
月
壬
辰
条
）。

実
際
の
軍
備
の
状
況
は
天
平
六
年
度
出
雲
国
計
会
帳
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で

き（
２６
）
る
。
出
雲
国
計
会
帳
に
は
、
石
見
国
に
置
か
れ
た
と
み
ら
れ
る
山
陰
道
節
度
使

鎮
所
と
出
雲
国
府
の
間
で
取
り
交
わ
さ
れ
た
節
度
使
符
や
出
雲
国
解
な
ど
が
記
載

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
は
烽
火
の
設
置
、
兵
器
の
新
造
、
修
理
あ
る
い
は
歩

射
や
馬
射
の
訓
練
の
た
め
の
人
員
の
派
遣
な
ど
を
出
雲
国
に
命
じ
た
も
の
が
あ
る

が
、
弩
の
製
造
と
配
置
に
関
す
る
も
の
も
み
え
る
。

ま
ず
天
平
五
年
八
月
二
十
日
付
節
度
使
符
で
弩
の
製
作
教
習
を
受
け
る
工
匠
二

人
の
進
上
が
出
雲
国
に
命
じ
ら
れ
た
。
出
雲
国
は
九
月
十
四
日
に
大
石
村
主
大
国

ら
二
人
を
造
弩
生
と
し
て
参
向
さ
せ
て
い
る
。
彼
ら
が
弩
の
前
様
と
と
も
に
帰
国

し
た
の
は
十
一
月
三
十
日（
２７
）

で
、
そ
の
間
の
十
月
十
一
日
付
で
節
度
使
か
ら
弩
の
材

料
と
し
て
枯
の
採
取
が
命
じ
ら
れ
、
同
時
に
出
雲
目
の
小
野
淑
奈
麻
呂
が
造
兵
器

別
当
と
さ
れ（
２８
）
た
。
大
石
の
帰
国
と
と
も
に
、
す
ぐ
に
様
に
し
た
が
っ
て
弩
の
製
造

に
と
り
か
か
り
、
ほ
ど
な
く
完
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
天
平
六
年
三
月
二
十
三
日

に
は
要
地
六
か
所
に
弩
を
配
置
す
る
こ
と
が
節
度
使
か
ら
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
節
度
使
の
も
と
で
、
弩
の
製
造
が
教
習
さ
れ
、
そ
れ
に
し
た
が
っ

て
製
造
、
配
備
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
軍
防
令
の
規
定
に
も
か
か
わ

ら
ず
既
存
の
軍
団
に
は
弩
が
配
置
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
教
習
さ
れ
な
け
れ
ば
弩

の
製
造
も
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
弩
は
節
度
使
体
制
下
で
は
じ
め

て
本
格
的
に
配
備
さ
れ
た
も
の
と
い
え（
２９
）
る
。

節
度
使
は
そ
の
後
ま
も
な
く
廃
止
さ
れ
る
が
、
節
度
使
体
制
下
で
整
備
さ
れ
た

弩
は
、
天
平
十
二
年
の
藤
原
広
嗣
の
乱
で
実
戦
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
『
続
日
本

紀
』
の
記
事
か
ら
う
か
が
え
る
。

大
宰
少
弐
に
左
遷
さ
れ
た
藤
原
広
嗣
は
、
天
平
十
二
年
八
月
末
に
西
海
道
諸
国

の
兵
を
集
め
て
挙
兵
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
政
府
は
大
野
東
人
を
大
将
軍
に
任
命

し
て
鎮
圧
に
あ
た
っ
た
（『
続
日
本
紀
』
同
年
九
月
丁
亥
条
）。
広
嗣
軍
の
動
向
を

記
し
た
な
か
に
「
広
嗣
於
二

遠
珂
郡
家
一

。
造
二

軍
営
一

儲
二

兵
弩
一

。
而
挙
二

烽
火
一

徴
二

発
国
内
兵
一

矣
」（『
続
日
本
紀
』
同
年
九
月
戊
申
条
）
と
み
え
、
広
嗣
軍
が
遠
珂
郡

家
に
軍
営
を
造
り
、
弩
を
装
備
し
て
い
た
と
い
う
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
弩
や

烽
な
ど
節
度
使
体
制
下
に
特
徴
的
な
軍
事
施
設
や
兵
器
が
み
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、

広
嗣
軍
の
軍
事
動
員
の
背
後
に
は
、
天
平
四
年
に
西
海
道
節
度
使
の
下
で
整
備
さ

れ
、
後
に
「
行
軍
式
」
と
し
て
成
文
化
さ
れ
て
い
く
よ
う
な
動
員
体
制
の
存
在
が

推
測
で
き（
３０
）
る
。
弩
は
、
広
嗣
軍
だ
け
で
な
く
政
府
軍
側
の
装
備
と
し
て
も
み
え
る
。

板
櫃
河
を
渡
ろ
う
と
し
た
広
嗣
軍
に
対
し
て
、「
佐
伯
宿
祢
常
人
・
安
倍
朝
臣
虫
麻

呂
、
発
レ

弩
射
レ

之
。
広
嗣
衆
却
到
二

於
河
西
一

」
と
、
政
府
軍
は
弩
で
迎
撃
し
河
の
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西
へ
退
却
さ
せ
た
と
し
て
い
る
（『
続
日
本
紀
』
同
年
十
月
壬
戌
条
）。
こ
の
よ
う

に
双
方
が
弩
を
用
い
た
と
記
述
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
節
度
使
体
制
下
で
整
備
さ

れ
た
も
の
と
み
て
よ
い
。

そ
の
後
も
、
天
平
勝
宝
五
年
（
七
五
三
）
十
月
二
十
一
日
太
政
官
符
（『
類
聚
三

代
格
』
巻
十
八
）
に
も
、
兵
士
を
雑
役
に
差
科
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
と
と
も
に
、

兵
士
が
国
府
に
集
合
し
た
と
き
「
撃
レ

剣
、
弄
レ

槍
、
発
レ

弩
、
抛
レ

石
」
こ
と
を
命

じ
て
い
る
こ
と
が
み
え
る
。
し
ば
ら
く
は
軍
団
に
は
弩
が
配
備
さ
れ
続
け
、
訓
練

も
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。

（
４
）
平
安
期
の
弩

し
か
し
こ
れ
ら
軍
団
の
弩
が
、
そ
の
後
も
ど
の
程
度
長
期
間
に
わ
た
っ
て
継
続

的
か
つ
実
効
性
を
も
っ
て
配
備
さ
れ
続
け
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
次
章
で
論
じ
る

よ
う
に
、
八
世
紀
後
半
に
鎮
守
府
と
大
宰
府
、
九
世
紀
に
諸
国
に
弩
師
が
配
置
さ

れ
て
い
く
こ
と
は
、
逆
に
軍
団
や
軍
団
廃
止
後
の
国
府
等
に
お
い
て
弩
の
維
持
・

管
理
、
あ
る
い
は
製
造
・
補
充
が
自
律
的
に
は
な
さ
れ
ず
、
ま
た
操
作
で
き
る
者

も
十
分
に
存
在
し
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い（
３１
）
る
。
承
和
四
年
（
八

三
七
）
二
月
、
陸
奥
国
に
再
び
弩
師
を
設
置
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、『
続
日
本
後

紀
』
二
月
辛
丑
条
に
引
く
陸
奥
国
解
は
そ
の
理
由
と
し
て
「
今
見
二

庫
中
弩
一

。
或

大
体
不
レ

調
、
或
機
牙
差
誤
」
と
指
摘
す（
３２
）
る
。
と
く
に
引
金
に
あ
た
る
「
機
牙
」
の

部
分
が
損
傷
し
や
す
く
、
複
雑
な
構
造
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
調
整
、
修
理
の
技
術

が
十
分
に
な
い
ま
ま
機
能
不
全
に
お
ち
い
っ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
「
雖
レ

有
二

生
徒
一

、
無
二

人
督
習
一

」
と
、
軍
団
内
や
諸
国
に
お
い
て
弩
の
技
術
自

体
が
教
習
、
継
承
さ
れ
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
状
況
も
指
摘
す
る
。

一
方
で
こ
の
時
期
、
陸
奥
で
は
蝦
夷
の
擾
乱
が
起
こ
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
承
和

二
年
前
半
に
は
兆
し
が
み
ら
れ
、
承
和
四
年
〜
七
年
に
援
兵
が
差
発
さ
れ
る
事
態

に
な
っ（
３３
）
た
。
こ
う
し
た
な
か
武
器
と
し
て
の
弩
が
再
認
識
さ
れ
、
承
和
二
年
九
月

に
島
木
史
真
に
よ
っ
て
新
弩
が
作
成
さ
れ
た
。
そ
れ
は
「
縦
令
四
面
可
レ

射
、
廻
転

易
レ

発
」
と
、
四
面
に
射
さ
せ
る
場
合
で
も
、
回
転
し
て
発
射
し
や
す
い
も
の
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
。
弩
を
台
に
据
え
つ
け
て
回
転
さ
せ
な
が
ら
多
方
向
に
発
射
で
き

る
構
造
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
早
速
大
臣
以
下
が
諸
衛
府
を
集
め
て
朱
雀

門
前
で
南
に
向
け
て
試
射
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
矢
が
見
え
な
い
ほ
ど
早
く
、
的
に
当

た
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
は
る
か
遠
方
ま
で
飛
ん
だ
と
い
う
（『
続
日
本
後
紀
』

同
年
九
月
乙
卯
条
）。
承
和
五
年
に
は
美
濃
国
で
古
様
の
弩
二
十
脚
を
廃
棄
し
て
新

様
の
弩
四
脚
を
製
造
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
（『
続
日
本
後
紀
』
同
年
五
月
丁
卯
条
）。

こ
れ
ら
が
承
和
四
年
の
陸
奥
国
の
弩
師
の
再
設
置
問
題
に
つ
な
が
り
、
新
弩
も
配

備
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

そ
し
て
次
章
で
論
じ
る
よ
う
に
貞
観
年
間
に
危
機
意
識
が
高
ま
る
と
、
日
本
海

沿
岸
諸
国
に
弩
師
が
設
置
さ
れ
て
い
く
。
元
慶
二
年
（
八
七
八
）
の
出
羽
・
俘
囚

の
反
乱
の
な
か
で
も
、
俘
囚
に
よ
っ
て
「
焼
盗
」
さ
れ
た
物
品
の
な
か
に
弩
二
九

具
、
手
弩
百
具
が
み
え
る
（『
三
代
実
録
』
元
慶
五
年
四
月
二
十
五
日
条
）。

そ
の
後
も
瀬
戸
内
海
の
海
賊
対
策
と
し
て
弩
の
使
用
が
試
み
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ

た
。
承
平
四
年
（
九
三
四
）
六
月
二
十
九
日
に
は
、「
於
二

神
泉
馬
出
殿
一

、
試
二

右

衛
門
志
貞
直
・
内
蔵
史
生
宗
良
・
左
近
衛
常
蔭
等
之
弩
一

。
為
レ

遣
二

海
賊
所
一

也
」

と
、
海
賊
追
捕
に
派
遣
す
る
た
め
右
衛
門
志
比
部
貞（
３４
）
直
ら
三
人
に
弩
を
試
射
さ
せ
て

い
る
。
七
月
二
十
六
日
に
は
、
兵
庫
允
在
原
相
安
が
「
諸
家
兵
士
�
武
蔵
兵
士
等
」

を
率
い
て
海
賊
追
捕
に
発
向
し
て
い
る
（
以
上
『
扶
桑
略
記
』）。
こ
の
承
平
年
間

の
海
賊
の
活
動
が
同
六
年
か
ら
藤
原
純
友
の
乱
に
直
接
つ
な
が
っ
て
い
く
。
寛
平

七
年
（
八
九
五
）
に
伊
予
国
に
弩
師
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
（『
類
聚
三
代
格
』

日
本
古
代
に
お
け
る
弩
と
弩
師

六
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巻
五
同
年
十
一
月
二
日
太
政
官
符
）
海
賊
対
策
の
一
環
で
あ
り
、
射
程
距
離
の
長

い
強
力
な
弩
は
、
海
か
ら
近
づ
く
海
賊
を
迎
撃
す
る
の
に
有
効
だ
と
考
え
ら
れ
た

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
対
外
的
、
軍
事
的
に
緊
張
が
高
ま
る
た
び
に
、
弩
が
認
識
さ
れ
弩

師
の
配
置
、
弩
の
改
良
、
試
射
が
試
み
ら
れ
た
。
そ
の
こ
と
は
逆
に
、
弩
自
体
が

恒
常
的
に
維
持
、
訓
練
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
十
一
世
紀
ま
で
に
は
弩
師
の
実
態
は
失
わ
れ
、
弩
も
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
十
一
世
紀
以
降
も
東
北
地
方
で
は
弩
が
使

わ
れ
て
い
た
と
し
て
『
陸
奥
話
記
』
の
記
述
が
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
も
あ（
３５
）
る
。
し
か

し
『
陸
奥
話
記
』
に
弩
が
み
え
る
の
は
厨
川
の
戦
い
の
安
倍
貞
任
側
の
描
写
二
か

所
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
記
述
で
あ（
３６
）
る
。

康
平
五
年
（
一
〇
六
二
）
九
月
十
五
日
、
官
軍
は
安
倍
貞
任
ら
の
立
て
籠
も
る

厨
川
・
嫗
戸
二
柵
に
到
着
す
る
。
こ
の
柵
に
つ
い
て
「
亦
掘
隍
。
隍
底
倒
立
刃
、

地
上
蒔
鉄
刃
。（
ａ
）遠
者
発
弩
射
之
、
近
者
投
石
打
之
」
と
描
写
す
る
。
そ
し
て

「
十
六
日
卯
時
、
攻
戦
。
終
日
通
夜（
ｂ
）積
弩
乱
発
、
矢
石
如
雨
。
城
中
固
守
、
不
被

抜
之
。
官
軍
死
者
、
数
百
人
」
と
い
う
状
況
に
な
っ
た
が
、
翌
十
七
日
の
交
戦
で

柵
は
陥
落
し
貞
任
は
敗
死
す
る
。『
扶
桑
略
記
』
康
平
五
年
十
二
月
二
十
八
日
条
に

引
用
す
る
「
奥
州
合
戦
記
」
に
も
「
十
六
日
卯
時
、
攻
戦
。
終
日
通
夜（
ｂ
）積
弩
乱

発
、
矢
石
如
雨
。
官
軍
死
者
数
百
人
」
と
、
ま
っ
た
く
同
じ
記
述
が
み
え
る
。

傍
線
部
（
ｂ
）
の
う
ち
「
矢
石
如
雨
」
に
つ
い
て
、
日
本
思
想
大
系
『
古
代
政

治
社
会
思
想
』
所
収
本
（
大
曾
根
章
介
校
注
）
の
頭
註
で
は
、『
旧
唐
書
』
忠
義
列

伝
下
「
薛
愿
、
河
東
汾
陰
人
、（
中
略
）
雲
梯
衝
棚
、
四
面
運
合
、
鼓
譟
如
雷
、
矢

石
如
レ

雨
」
か
ら
の
引
用
と
し
て
い
る
。
し
か
し
前
掲
『
日
本
書
紀
』
壬
申
の
乱
の

記
述
に
も
引
用
さ
れ
た
『
後
漢
書
』
光
武
紀
更
始
元
年
三
月
条
に
「
積
弩
乱
発
、

矢
下�

如
雨
」（
傍
点
、
引
用
者
）
と
一
字
を
除
い
て
同
一
表
現
が
あ
る
こ
と
に
も
注

目
す
べ
き
だ
ろ
う
。「
矢
下
」
を
「
矢
石
」
と
変
え
た
の
も
、『
本
朝
続
文
粋
』
巻

六
所
収
の
源
頼
義
が
伊
予
守
に
重
任
さ
れ
ん
こ
と
を
請
う
奏
状
（
年
月
日
未
詳
）、

『
朝
野
群
載
』
巻
二
十
二
所
収
の
康
平
七
年
の
源
義
家
が
越
中
守
に
遷
任
さ
れ
ん
こ

と
を
請
う
奏
状
に
共
通
し
て
、
自
ら
の
奮
戦
ぶ
り
を
命
を
か
え
り
み
ず
「
矢
石
」

を
か
い
く
ぐ
っ
て
き
た
と
す
る
表
現
が
み
ら
れ
る
と
い
う
上
野
武
の
指（
３７
）
摘
が
参
考
に

な
る
。
そ
の
ほ
か
、『
文
選
』、『
明
文
抄
』
な
ど
に
も
類
似
表
現
が
み
え（
３８
）
る
。

傍
線
部
（
ａ
）
に
つ
い
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
全
く
同
一
の
表
現
が
漢
籍
に
見
出

さ
れ
て
い
な
い
が
、
傍
線
部
（
ｂ
）
に
対
応
す
る
表
現
で
あ
る
こ
と
、『
陸
奥
話
記
』

自
体
が
、
戦
闘
場
面
を
中
心
に
随
所
に
『
史
記
』『
漢
書
』『
後
漢
書
』『
宋
史
』『
論

語
』『
荘
子
』『
文
選
』『
呉
子
』『
孫
子
』
な
ど
多
数
の
中
国
古
典
か
ら
の
引
用
や

故
事
を
ふ
ま
え
た
部
分
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ（
３９
）
と
か
ら
す
る
と
、
実

際
に
前
九
年
合
戦
で
弩
が
戦
闘
に
使
用
さ
れ
た
根
拠
と
す
る
に
は
躊
躇
す
る
。
そ

の
他
の
十
一
世
紀
の
史
料
に
弩
の
使
用
例
が
見
い
だ
せ
な
い
以
上
、
も
は
や
弩
は

使
用
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

長
元
三
年
（
一
〇
三
〇
）
こ
ろ
の
作
成
と
推
測
さ
れ
る
「
上
野
国
交
替
実
録
帳
」

に
お
い
て
も
国
府
の
「
無
実
」
と
し
て
手
弩
を
あ
げ
て
い（
４０
）
る
。
本
来
国
府
に
弩
が

配
備
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
破
損
し
て
も
製
造
、
補
充
さ
れ
な
い
ま
ま
失
わ
れ
て

い
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
一
般
の
弓
と
異
な
り
、
結
局
は
武
器
と
し
て
定

着
し
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

二

弩
師
の
設
置

（
１
）
大
宰
府
の
弩
と
弩
師

弩
は
配
備
さ
れ
た
と
し
て
も
、
だ
れ
も
が
す
ぐ
に
扱
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

社
会
文
化
論
集

第
十
号

二
〇
一
四
年
三
月

七



教
習
や
調
整
あ
る
い
は
製
造
の
た
め
に
も
弩
師
が
設
置
、
任
命
さ
れ
た
。
ま
ず
八

世
紀
後
半
の
大
宰
府
、
鎮
守
府
か
ら
は
じ
ま
っ
て
九
世
紀
に
は
日
本
海
沿
岸
諸
国

を
中
心
に
設
置
さ
れ
て
い
っ
た
。
貞
観
十
一
年
（
八
六
九
）
十
一
月
二
十
九
日
太

政
官
符
所
引
長
門
国
解
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
五
）
に
「
此
国
素
置
二

軍
団
一

調
二―

習

兵
戎
一

。
而
有
二

弩
機
一

無
二

其
師
一

」、
山
陰
道
に
対
し
て
弩
師
の
点
定
を
命
じ
た
同

十
二
年
二
月
十
二
日
太
政
官
符
に
「
作
レ

弩
調
習
以
備
二

機
急
一

」（『
類
聚
三
代
格
』

巻
五
貞
観
十
二
年
五
月
十
九
日
太
政
官
符
所
引
）
と
あ
る
よ
う
に
、
弩
師
は
弩
の

製
造
や
教
習
を
任
務
と
し
て
設
置
さ
れ
た
。

は
じ
め
て
弩
師
が
設
置
さ
れ
た
の
は
天
平
宝
字
六
年
（
七
六
二
）
の
大
宰
府
で

あ
る
（『
続
日
本
紀
』
同
年
四
月
辛
未
条
）。
こ
れ
は
藤
原
仲
麻
呂
政
権
下
で
進
め

ら
れ
た
唐
の
安
禄
山
の
乱
へ
の
対
応
、
新
羅
征
討
計
画
と
軍
備
増
強
政
策
の
一
貫

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

天
平
宝
字
三
年
三
月
二
十
四
日
に
大
宰
府
は
「
辺
戌
の
不
安
」
四
か
条
で
軍
備

強
化
を
提
起
し
（『
続
日
本
紀
』
同
日
条
）、
六
月
に
は
こ
れ
ま
で
の
「
警
固
式
」

に
代
わ
っ
て
「
行
軍
式
」
が
つ
く
ら
れ
（『
続
日
本
紀
』
同
六
月
壬
子
条
）、
九
月

十
九
日
に
は
新
羅
攻
撃
用
船
五
百
艘
の
建
造
が
北
陸
・
山
陰
・
山
陽
・
南
海
道
諸

国
に
命
じ
ら
れ
た
（『
続
日
本
紀
』
同
日
条
）。
翌
四
年
十
一
月
に
は
授
刀
舎
人
春

日
部
三
関
ら
六
人
に
大
宰
大
弐
吉
備
真
備
が
諸
葛
亮
の
八
陳
、
孫
子
の
九
地
、
結

営
向
背
を
教
授
し
た
（『
続
日
本
紀
』
同
十
一
月
丙
申
条
）。
五
年
八
月
に
は
唐
使

沈
惟
岳
を
伴
っ
て
帰
国
し
た
遣
唐
使
高
元
度
ら
よ
っ
て
、
武
器
製
造
や
弓
を
作
る

材
料
の
調
達
の
要
請
が
唐
か
ら
も
た
ら
さ
れ
（『
続
日
本
紀
』
同
八
月
甲
子
条
）、

政
府
は
山
陰
・
山
陽
・
南
海
道
諸
国
に
牛
角
の
貢
納
と
そ
れ
ら
を
送
る
た
め
の
遣

唐
使
船
の
建
造
も
命
じ
て
い
る
（『
続
日
本
紀
』
同
九
月
辛
酉
条
）。
十
一
月
に
は

東
海
・
南
海
・
西
海
道
の
各
節
度
使
が
任
命
さ
れ
た
。
と
く
に
西
海
道
節
度
使
に

は
吉
備
真
備
が
任
命
さ
れ
た
（『
続
日
本
紀
』
同
十
一
月
丁
酉
条
）。
そ
し
て
六
年

正
月
に
は
、
東
海
・
南
海
・
西
海
道
節
度
使
料
と
し
て
の
綿
襖
冑
各
二
万
二
五
○

具
が
「
唐
国
新
様
」
に
も
と
づ
い
て
大
宰
府
で
製
造
さ
れ
た
（『
続
日
本
紀
』
同
正

月
丁
未
条
）。

こ
の
よ
う
な
軍
備
は
遣
唐
副
使
と
し
て
の
帰
国
後
に
大
宰
大
弐
に
任
じ
ら
れ
た

吉
備
真（
４１
）
備
が
中
心
と
な
っ
た
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
真
備
は
武
器
や
兵
法
に
も
詳

し
く
、
唐
で
学
び
見
聞
し
た
経
験
か
ら
改
め
て
弩
の
重
要
性
を
認
識
し
、
弩
師
の

設
置
を
提
起
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

大
宰
府
弩
師
は
そ
の
後
、
延
暦
十
六
年
（
七
九
七
）
に
一
旦
停
廃
さ
れ
た
が
、

弘
仁
五
年
（
八
一
四
）
に
「
不
虞
之
備
不
レ

可
レ

不
レ

儲
」
と
し
て
、
史
生
一
名
を
振

替
え
る
形
で
再
置
さ
れ
た
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
五
弘
仁
五
年
五
月
二
十
一
日
太
政

官
符
）。

延
暦
年
間
は
政
府
の
危
機
意
識
が
後
退
し
、
大
宰
府
に
対
し
て
も
さ
ま
ざ
ま
な

軍
備
縮
小
策
が
と
ら
れ
て
い
る
。
延
暦
十
一
年
の
軍
団
兵
士
制
の
廃
止
は
大
宰
府

管
内
を
除
外
し
た
も
の
だ
っ
た
が
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
八
延
暦
十
一
年
六
月
七

日
勅
）、
延
暦
十
四
年
に
東
国
防
人
が
壱
岐
・
対
馬
を
除
き
廃
止
さ
れ
、
大
宰
府
の

防
人
司
も
廃
止
さ
れ
た
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
八
延
暦
十
四
年
十
一
月
二
十
二
日

太
政
官
符
）。
壱
岐
・
対
馬
の
防
人
は
筑
前
・
筑
後
・
肥
前
・
肥
後
・
豊
前
・
豊
後

諸
国
の
兵
士
で
維
持
さ
れ
た
が
、
延
暦
二
十
三
年
に
は
壱
岐
島
の
防
人
は
島
の
兵

士
に
置
き
換
え
ら
れ
た
（『
日
本
後
紀
』
同
年
六
月
甲
子
条
）。
延
暦
十
八
年
に
は
、

元
日
威
儀
料
だ
け
は
別
倉
に
移
し
、
他
の
兵
器
は
「
不
動
」
と
す
る
と
い
う
府
庫

の
閉
鎖
も
命
じ
ら
れ
て
い
る
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
八
貞
観
十
二
年
五
月
二
日
太

政
官
符
）。
こ
う
し
た
縮
小
策
の
な
か
に
延
暦
十
六
年
の
弩
師
廃
止
も
位
置
づ
け
ら

れ
る
。

日
本
古
代
に
お
け
る
弩
と
弩
師

八



弘
仁
五
年
の
弩
師
の
再
置
は
、
弘
仁
年
間
に
入
っ
て
再
び
新
羅
「
賊
船
」
へ
の

警
戒
が
高
ま
っ
た
た
め
で
あ
る
。
弘
仁
二
年
十
二
月
に
新
羅
「
賊
船
」
が
対
馬
と

そ
の
近
海
に
出
没
し
（『
日
本
後
紀
』
弘
仁
三
年
正
月
甲
子
条
）、
弘
仁
四
年
二
月

に
は
新
羅
人
一
一
〇
人
が
肥
前
国
小
値
賀
島
に
着
岸
し
、
島
民
と
戦
闘
す
る
と
い

う
事
件
の
発
生
（『
日
本
紀
略
』
同
年
三
月
辛
未
条
）
を
う
け
て
の
こ
と
で
あ（
４２
）
る
。

そ
の
後
寛
平
六
年
（
八
九
四
）
九
月
に
、
さ
ら
に
史
生
一
員
を
減
じ
て
弩
師
一

員
を
増
員
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
五
寛
平
六
年
九
月
十
三
日
太

政
官
符
）。「
若
有
二

病
故
一

誰
補
二

其
闕
一

」
と
あ
る
が
、
同
年
二
月
〜
五
月
に
か
け

て
新
羅
海
賊
が
対
馬
を
襲
撃
し
て
い
る
こ
と
へ
の
対
応
の
一
つ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
大
宰
府
の
弩
師
の
設
置
は
、
天
平
宝
字
六
年
、
弘
仁
五
年
、
寛
平

六
年
と
い
ず
れ
も
新
羅
関
係
が
緊
張
し
た
こ
と
を
う
け
て
の
軍
備
の
一
環
と
し
て

位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
２
）
鎮
守
府
・
陸
奥
・
出
羽
の
弩
師

『
類
聚
三
代
格
』
巻
五
加
減
諸
国
官
員
�
配
置
事
に
は
、
弩
師
の
設
置
に
関
す
る

格
を
収
載
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
天
長
五
年
（
八
二
八
）
正
月
二
十
三
日
太
政

官
符
に
よ
る
と
、
宝
亀
年
間
以
来
鎮
守
府
の
弩
師
は
式
部
省
補
任
だ
っ
た
が
、
大

同
年
間
よ
り
式
部
・
兵
部
両
省
補
任
と
な
っ
て
い
た
と
述
べ
、
今
後
は
兵
部
省
補

任
と
す
べ
き
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
鎮
守
府
弩
師
は
宝
亀
年
間
に
は
設
置

さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

鎮
守
府
は
神
亀
元
年
（
七
二
四
）
こ
ろ
に
成
立
し
た（
４３
）
が
、
当
初
は
臨
時
の
官
の

性
格
が
強
く
、
常
置
の
官
と
な
る
の
は
天
平
宝
字
初
年
だ
と
さ
れ
て
い（
４４
）
る
。『
類
聚

三
代
格
』
巻
六
天
平
宝
字
三
年
（
七
五
九
）
七
月
二
十
三
日
乾
政
官
奏
は
、
同
元

年
十
一
月
十
一
日
に
諸
国
の
国
司
の
公
廨
配
分
率
を
定
め
た
こ
と
を
う
け
て
、
鎮

守
府
官
人
の
公
廨
配
分
率
を
規
定
し
た
も
の
で
あ（
４５
）
る
。
こ
こ
で
は
将
軍
、
将
監
、

将
曹
が
規
定
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
守
、
掾
、
目
に
准
じ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
配

分
比
率
が
弘
仁
民
部
式
に
継
承
さ
れ
る
が
、
史
生
に
准
じ
る
と
さ
れ
た
医
師
、
弩

師
は
天
平
宝
字
三
年
乾
政
官
奏
に
は
み
え
な
い
。
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
鈴
木
拓
也

は
弩
師
の
設
置
を
宝
亀
五
年
（
七
七
四
）
と
す（
４６
）
る
。
同
年
か
ら
い
わ
ゆ
る
三
十
八

年
戦
争
に
突
入
す
る
。
大
宰
府
の
弩
師
に
な
ら
っ
て
蝦
夷
戦
争
へ
の
実
戦
配
備
の

た
め
に
設
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

陸
奥
国
弩
師
は
『
類
聚
三
代
格
』
巻
五
大
同
五
年
（
八
一
〇
）
三
月
一
日
太
政

官
符
を
初
見
と
す
る
。
陸
奥
国
史
生
と
弩
師
の
秩
限
を
西
海
道
諸
国
に
准
じ
て
六

年
か
ら
五
年
に
短
縮
す
る
も
の
で
あ
る
。
鈴
木
拓
也
は
、
按
察
使
・
鎮
守
府
官
人

と
国
司
の
兼
任
が
な
く
な
る
の
は
大
同
三
年
以
降
で
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
、
そ
れ
ま

で
陸
奥
国
の
み
に
置
か
れ
て
い
た
医
師
が
鎮
守
府
に
も
置
か
れ
、
鎮
守
府
の
み
に

置
か
れ
て
い
た
弩
師
が
陸
奥
国
に
も
置
か
れ
た
と
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
官
人
構
成

か
ら
も
鎮
守
府
と
陸
奥
国
は
分
離
し
た
と
す（
４７
）
る
。

出
羽
国
弩
師
は
『
類
聚
三
代
格
』
巻
五
弘
仁
三
年
（
八
一
二
）
十
一
月
十
五
日

太
政
官
符
が
初
見
で
あ
る
。
こ
れ
は
出
羽
国
史
生
と
弩
師
の
秩
限
を
、
前
述
の
大

同
五
年
五
月
三
月
一
日
太
政
官
符
に
准
じ
て
五
年
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
と

き
に
陸
奥
国
に
引
き
続
い
て
出
羽
国
に
も
弩
師
が
設
置
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ

の
後
、
弘
仁
五
年
七
月
十
七
日
論
奏
で
秩
限
を
四
年
と
さ
れ
た
が
、
改
め
て
翌
七

年
正
月
十
二
日
太
政
官
符
に
よ
っ
て
陸
奥
・
出
羽
国
の
史
生
・
弩
師
の
秩
限
を
五

年
と
定
め
て
い
る
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
五
弘
仁
七
年
正
月
十
二
日
太
政
官
符
）。

と
こ
ろ
が
承
和
四
年
（
八
三
七
）
二
月
八
日
に
陸
奥
国
解
の
申
請
に
よ
っ
て
、

鎮
守
府
に
准
じ
て
弩
師
を
設
置
し
公
廨
一
分
を
給
す
る
太
政
官
符
が
出
さ
れ
て
い

る
（『
続
日
本
後
紀
』、『
類
聚
三
代
格
』
巻
五
承
和
四
年
二
月
八
日
太
政
官
符
）。
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板
橋
源
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
弘
仁
年
間
以
降
弩
師
が
任
命
さ
れ
な
く
な
っ
た
た

め
再
置
し
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る（
４８
）
が
、
こ
の
太
政
官
符
の
重
要
な
点
は

「
其
公
廨
准
二

一
分
一

給
、
更
不
二

加
挙
」
に
あ
る
。

「
弘
仁
主
税
式
」
に
は
次
の
よ
う
な
規
定
が
あ
る
。

凡
国
司
処
二―

分
公
廨
一

差
法
者
、
大
上
国
長
官
六
分
、
次
官
四
分
、
判
官
三
分
、

主
典
二
分
、
史
生
一
分
。
中
国
无
レ

介
則
長
官
五
分
。
下
国
无
レ

掾
則
長
官
四

分
。
員
外
司
者
各
准
二

当
員
一

。
其
国
博
士
、
医
師
准
二

史
生
一

。
但
陸
奥
国
博

士
、
医
師
、
陰
陽
師
並
准
レ

目
。
鎮
守
将
軍
准
レ

守
、
副
将
軍
准
レ

介
、
軍
監
准
レ

掾
、
軍
曹
准
レ

目
、
医
師
、
弩
師
准
二

史
生
一

。
若
帯
レ

国
者
、
不
レ

須
二

両
給
一

。

こ
れ
は
諸
国
公
廨
稲
の
配
分
の
規
定
で
、
大
国
の
場
合
、
守
六
分
、
介
四
分
、
掾

三
分
、
目
二
分
、
史
生
一
分
、
国
博
士
・
医
師
は
史
生
に
准
じ
一
分
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
配
分
率
自
体
は
天
平
宝
字
元
年
（
七
五
七
）
十
月
の
規
定
に
始
ま
る
（『
続

日
本
紀
』
同
十
月
乙
卯
条
）。
弘
仁
式
で
は
陸
奥
国
の
場
合
、
国
博
士
、
医
師
、
陰

陽
師
は
目
に
準
じ
二
分
と
す
る
が
、
弩
師
に
つ
い
て
は
規
定
し
て
い
な
い
。
鎮
守

府
に
つ
い
て
は
将
軍
が
守
に
準
じ
六
分
、
副
将
軍
は
介
に
準
じ
四
分
、
軍
監
は
掾

に
準
じ
三
分
、
軍
曹
は
目
に
準
じ
二
分
、
医
師
、
弩
師
は
史
生
に
準
じ
一
分
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
鎮
守
府
の
副
将
軍
が
廃
止
さ
れ
て
削
除
さ
れ
る
こ

と
を
除
い
て
『
延
喜
式
』
主
税
上
に
継
承
さ
れ
る
。

弘
仁
格
式
は
弘
仁
十
一
年
（
八
二
〇
）
四
月
二
十
一
日
に
一
応
完
成
し
奏
上
は

さ
れ
た
も
の
の
そ
の
後
も
修
訂
が
続
け
ら
れ
、
天
長
七
年
（
八
三
〇
）
十
月
七
日

に
改
め
て
奏
上
さ
れ
、
十
一
月
十
七
日
に
施
行
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
後
も
修
訂

は
続
け
ら
れ
、
承
和
七
年
（
八
四
〇
）
四
月
二
十
二
日
に
改
定
さ
れ
た
弘
仁
格
式

が
施
行
さ
れ（
４９
）
た
。

前
述
の
よ
う
に
弘
仁
十
一
年
以
前
に
陸
奥
・
出
羽
国
の
弩
師
が
設
置
さ
れ
て
い

る
は
ず
な
の
に
、
弘
仁
式
に
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。
現
存
す
る
「
弘
仁
主
税
式
」

に
は
大
宰
府
官
の
公
廨
配
分
の
規
定
も
み
え
な
い
。
こ
う
し
た
不
備
も
弘
仁
十
一

年
以
降
の
修
訂
の
理
由
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
結
局
、
陸
奥
国
等
の
弩

師
に
つ
い
て
は
規
定
さ
れ
な
い
ま
ま
延
喜
式
に
至
る
よ
う
で
あ
る
。
承
和
四
年
太

政
官
符
で
陸
奥
国
弩
師
を
史
生
に
准
じ
一
分
と
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
弘
仁
式
の

不
備
を
補
う
意
味
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
後
、
諸
国
の
弩
師
設
置
を
命
じ
る

ほ
と
ん
ど
の
太
政
官
符
で
、
史
生
一
員
を
廃
す
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
く
の
も
、

単
に
史
生
を
減
員
し
て
弩
師
に
充
て
る
と
い
う
意
だ
け
で
な
く
、
史
生
と
同
じ
く

一
分
の
公
廨
配
分
を
受
け
る
こ
と
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

そ
の
後
、
出
羽
国
弩
師
に
つ
い
て
は
、
元
慶
二
年
（
八
七
八
）
の
俘
囚
の
乱
に

際
し
て
、
権
弩
師
神
服
直
雄
が
戦
死
し
（『
三
代
実
録
』
元
慶
二
年
六
月
七
日
条
）、

前
弩
師
秦
忌
寸
能
仁
が
私
穀
を
も
っ
て
軍
糧
に
充
て
た
り
（『
三
代
実
録
』
元
慶
五

年
十
一
月
十
七
日
条
）、
甲
冑
を
進
上
し
た
り
し
て
い
る
（『
三
代
実
録
』
元
慶
四

年
二
月
十
七
日
条
）
と
い
う
記
述
が
み
え
る
。

（
３
）
諸
国
弩
師
の
設
置

承
和
年
間
以
降
に
な
る
と
軍
事
的
緊
張
が
高
ま
る
た
び
に
関
係
す
る
諸
国
へ
弩

師
が
設
置
さ
れ
て
い
く
。
い
ず
れ
も
史
生
を
減
員
し
て
充
て
る
も
の
だ
っ
た
。『
類

聚
三
代
格
』
の
鼇
頭
標
目
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
を
命
じ
た
格
は
貞
観
、
延
喜
の
式

部
格
に
収
め
ら
れ
、
ま
た
『
延
喜
式
』
式
部
上
に
弩
師
等
の
補
任
帳
進
上
が
規
定

さ
れ
て
お
り
、
弩
師
は
式
部
省
補
任
と
さ
れ
て
い
た
。

諸
国
へ
の
設
置
の
状
況
は
表
２
に
整
理
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
設
置
は
時
期
と

地
域
か
ら
い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
（１）
承
和
五
年
（
八
三
八
）

の
壱
岐
、
嘉
祥
二
年
（
八
四
九
）
の
対
馬
、
（２）
貞
観
十
一
年
（
八
六
九
）〜
十
七
年

日
本
古
代
に
お
け
る
弩
と
弩
師

一
〇



の
山
陰
道
、
（３）
元
慶
三
（
八
七
九
）・
四
年
の
肥
前
と
越
後
・
佐
渡
、
（４）
寛
平
六
年

（
八
九
四
）〜
昌
泰
元
年
（
八
九
八
）
の
大
宰
府
・
肥
後
、
北
陸
道
の
能
登
・
越
前
・

越
中
、
南
海
道
の
伊
予
、
で
あ
る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
地
域
的
、
歴
史

的
性
格
を
検
討
し
て
み
た
い
。

（１）
承
和
〜
嘉
祥
、
対
馬
・
壱
岐

承
和
五
年
の
壱
岐
へ
の
設
置
は
「
此
島
所
レ

設
器
仗
之
中
有
二

弩
百
脚
一

。
而
無
二

人
機
調
一

難
レ

備
二

非
常
一

。
今
新
羅
商
人
往
来
不
レ

絶
。
警
固
之
事
不
レ

可
二

以
暫
忘
一

」

（『
類
聚
三
代
格
』
巻
五
承
和
五
年
七
月
二
十
五
日
太
政
官
符
）
と
い
う
壱
岐
島
か

ら
の
申
請
に
よ
り
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
弩
百
脚
が
配
備
さ
れ
て
い
る
が
そ
れ
を

扱
え
る
人
が
い
な
い
と
い
う
。
前
述
の
天
平
宝
字
年
間
以
来
の
軍
備
の
一
環
で
壱

岐
島
に
も
弩
が
配
備
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
繰
り
返
し

論
じ
て
き
て
い
る
よ
う
に
、
弩
は
配
備
さ
れ
て
も
そ
の
調
整
や
使
用
方
法
な
ど
が

教
習
、
継
承
さ
れ
な
い
ま
ま
だ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
改
め
て
新
羅
に
対
す

る
警
戒
体
制
の
一
環
と
し
て
弩
を
使
用
す
る
た
め
に
も
弩
師
が
必
要
と
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

嘉
祥
二
年
の
対
馬
も
「
此
島
居
二

海
中
一

、
地
近
二

新
羅
一

。
若
有
二

機
空
一

者
、
何

以
備
二

不
虞
一

」
と
、
同
様
な
事
情
が
設
置
を
申
請
す
る
対
馬
島
司
解
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
（『
続
日
本
後
紀
』
同
年
二
月
庚
戌
条
）。

（２）
貞
観
十
一
年
〜
十
七
年
、
山
陰
道

こ
の
時
期
の
弩
師
の
設
置
は
、
ま
ず
貞
観
十
一
年
の
隠
岐
、
長
門
、
同
十
二
年

の
出
雲
、
因
幡
、
伯
耆
、
同
十
七
年
の
石
見
と
い
う
西
日
本
海
沿
岸
諸
国
に
そ
れ

ぞ
れ
史
生
一
員
を
減
じ
て
設
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
貞
観
期
の
弩
師
の
配
置
に

つ
い
て
は
新
羅
へ
の
警
戒
体
制
の
一
環
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
す
で

に
指
摘
さ
れ
て
い（
５０
）
る
。
そ
の
大
筋
に
つ
い
て
は
従
う
べ
き
だ
が
、
細
部
に
お
い
て

問
題
が
あ
る
の
で
次
節
で
検
討
す
る
。

（３）
元
慶
三
・
四
年
、
肥
前
・
北
陸
道

越
後
と
佐
渡
は
元
慶
二
年
の
俘
囚
の
反
乱
の
影
響
で
、
出
羽
に
隣
接
し
た
諸
国

へ
設
置
さ
れ
た
も
の
と
み
な
せ
る
。
ま
た
東
北
の
兵
乱
が
「
隣
国
」
の
侵
攻
と
い

う
か
た
ち
で
波
及
す
る
こ
と
を
警
戒
し
て
、
大
宰
府
・
壱
岐
・
対
馬
に
加
え
て
弩

師
が
未
設
置
だ
っ
た
肥
前
へ
の
設
置
に
至
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（４）
寛
平
六
〜
昌
泰
元
年
、
大
宰
府
・
北
陸
道
・
南
海
道

寛
平
五
〜
六
年
に
新
羅
海
賊
が
北
部
九
州
各
地
を
襲
撃
し
た
こ
と
を
契
機
と
し

た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
寛
平
五
年
五
月
に
肥
前
国
松
浦
郡
を
襲
撃
し
た
こ
と
に

は
じ
ま
り
（『
日
本
紀
略
』
同
月
二
十
二
日
条
）、
閏
五
月
に
は
肥
後
国
飽
田
郡
を
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襲
撃
（『
日
本
紀
略
』
同
月
三
日
条
）、
翌
六
年
四
月
に
は
対
馬
を
大
規
模
に
襲
撃

し
た
も
の
で
あ
る
。
大
宰
府
の
要
請
で
政
府
は
対
応
の
た
め
、
参
議
藤
原
国
経
を

大
宰
権
帥
に
任
じ
（『
日
本
紀
略
』
同
年
四
月
十
六
日
条
）、
北
陸
・
山
陰
・
山
陽

諸
道
に
警
固
と
軍
事
力
の
動
員
、
東
海
・
東
山
二
道
の
勇
士
の
召
集
を
命
じ
た
（『
日

本
紀
略
』
同
年
四
月
十
七
日
・
十
八
日
条
）。
そ
の
後
い
っ
た
ん
海
賊
は
退
去
し
た

が
、
九
月
に
な
っ
て
再
度
対
馬
を
四
五
隻
で
襲
撃
し
、
対
馬
守
文
室
善
友
が
郡
司

ら
在
地
武
力
を
用
い
て
撃
退
し
た
（『
扶
桑
略
記
』
同
年
九
月
五
日
条
）。

こ
う
し
た
な
か
で
、
新
羅
海
賊
に
備
え
た
警
戒
体
制
が
西
海
道
、
日
本
海
沿
岸

に
と
ら
れ
、
山
陰
道
で
は
緊
急
時
の
連
絡
用
と
し
て
、
寛
平
六
年
九
月
に
隠
岐
国

の
申
請
に
よ
り
烽
火
が
再
構
築
さ
れ（
５１
）
た
。
貞
観
期
に
未
配
置
だ
っ
た
日
本
海
沿
海

の
能
登
、
越
前
、
越
中
、
少
し
遅
れ
て
海
賊
の
被
害
を
受
け
た
肥
後
に
も
設
置
さ

れ
、
大
宰
府
の
弩
師
も
二
人
に
増
員
さ
れ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
伊
予
に
も
弩
師
が

設
置
さ
れ
た
。
貞
観
期
に
活
発
化
し
た
瀬
戸
内
海
の
海
賊
対
策
は
新
羅
問
題
と
連

動
す
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る（
５２
）
が
、
同
様
に
寛
平
期
の
新
羅
海
賊
も
瀬
戸
内
海
の
海

賊
活
動
に
波
及
す
る
と
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
４
）
貞
観
期
の
弩
師
の
設
置

こ
の
貞
観
年
間
を
中
心
に
各
地
で
大
地
震
や
火
山
噴
火
や
怪
異
が
あ
い
つ（
５３
）
ぎ
、

と
く
に
貞
観
八
年
（
八
六
六
）
と
十
一
年
に
危
機
感
が
大
き
く
な
っ
た
。
貞
観
八

年
は
応
天
門
の
変
と
新
羅
通
謀
事
件
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
そ
し
て
蓍
亀
の

結
果
と
し
て
「
新
羅
賊
兵
常
窺
二

間
隙
一

。
災
変
之
発
唯
縁
二

斯
事
一

」
と
さ
れ
、
新

羅
に
対
す
る
警
戒
体
制
を
と
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
（『
三
代
実
録
』
同
八
年
十
一

月
十
七
日
条
）。

貞
観
八
年
に
発
覚
し
た
新
羅
と
の
通
謀
事
件
は
二
件
あ
る
。
一
つ
は
七
月
に
発

覚
し
た
肥
前
国
基
肆
郡
擬
大
領
山
春
永
ら
の
事
件
で
あ
る
。
そ
れ
は
藤
津
郡
領
葛

津
貞
津
・
高
来
郡
擬
大
領
大
刀
主
・
彼
杵
郡
人
永
岡
藤
津
ら
と
と
も
に
、
新
羅
人

珎
宝
長
と
新
羅
に
渡
り
「
造
二

兵
弩
器
械
一

之
術
」
を
教
習
し
対
馬
を
襲
撃
し
よ
う

と
し
て
い
る
と
告
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（『
三
代
実
録
』
同
年
七
月
十
五
日
条
）。

新
羅
と
通
謀
す
る
こ
と
へ
の
警
戒
だ
け
で
な
く
、
武
器
と
し
て
の
弩
が
再
認
識
さ

れ
た
事
件
で
も
あ
る
。

二
件
目
は
、
対
馬
守
越
智
貞
厚
（
貞
原（
５４
）
）
が
新
羅
人
と
結
ん
で
反
逆
を
謀
っ
て

い
る
と
密
告
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
貞
観
十
一
年
十
月
に
な
っ
て
誣
告
だ
っ
た
こ

と
が
判
明
し
た
が
、
国
内
の
殺
人
事
件
を
知
り
な
が
ら
検
挙
し
な
か
っ
た
と
い
う

別
件
で
貞
厚
は
流
罪
と
さ
れ
た
（『
三
代
実
録
』
同
年
十
月
二
十
六
日
条
）。
い
ず

れ
に
せ
よ
こ
れ
ら
が
新
羅
へ
の
警
戒
体
制
へ
直
接
つ
な
が
っ
た
。

こ
れ
ら
を
受
け
て
貞
観
八
年
十
一
月
十
七
日
に
大
宰
府
と
能
登
・
因
幡
・
伯
耆
・

出
雲
・
石
見
・
隠
岐
・
長
門
の
諸
国
に
諸
神
へ
の
班
幣
と
防
衛
に
努
め
る
こ
と
、

健
児
や
統
領
・
選
士
ら
の
軍
事
訓
練
が
命
じ
ら
れ
た
（『
三
代
実
録
』
同
日
条
）。

引
き
続
き
翌
九
年
五
月
二
十
六
日
に
は
伯
耆
・
出
雲
・
石
見
・
隠
岐
・
長
門
の
諸

国
に
対
し
て
四
天
王
像
の
安
置
と
修
法
が
命
じ
ら
れ
た
（『
三
代
実
録
』
同
日
条
）。

隠
岐
国
に
弩
師
の
設
置
を
命
じ
た
貞
観
十
一
年
三
月
七
日
太
政
官
符
は
、
同
九

年
五
月
二
十
六
日
太
政
官
符
に
よ
り
新
羅
へ
の
警
護
が
命
じ
ら
れ
た
も
の
の
弩
も

弩
師
も
な
い
た
め
、
史
生
を
減
じ
て
弩
師
を
任
命
す
る
こ
と
を
隠
岐
国
が
申
請
し

認
可
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
五
）。
こ
の
貞
観
九
年
五
月
二
十

六
日
太
政
官
符
は
、
先
の
四
天
王
像
設
置
と
修
法
の
命
令
と
同
時
に
出
さ
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
守
越
智
貞
厚
の
新
羅
通
謀
誣
告
事
件
も
あ
っ
て
、
ま
ず
隠
岐
に
弩

師
が
設
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
貞
観
十
一
年
は
、
五
月
に
陸
奥
を
大
地
震
・
大
津
波
が
襲
い
（『
三
代
実
録
』

日
本
古
代
に
お
け
る
弩
と
弩
師

一
二



同
年
五
月
二
十
六
日
条
）、
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
こ
ろ
新
羅
海
賊
が
博
多
を
襲
撃
し
て

豊
前
国
貢
調
船
を
略
奪
す
る
と
い
う
事
件
が
発
生
し
（『
三
代
実
録
』
同
年
六
月
十

五
日
条
）、
政
府
の
危
機
感
は
頂
点
に
達
し
た
。
そ
れ
を
受
け
た
軍
事
的
警
戒
体
制

と
し
て
ま
ず
同
年
十
一
月
に
長（
５５
）
門
、
翌
十
二
年
に
出
雲
・
因
幡
・
伯
耆
国
へ
弩
師

が
設
置
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
四
天
王
像
の
安
置
と
修
法
と
あ
わ
せ
た

警
固
体
制
と
し
て
構
築
さ
れ
た
。

出
雲
国
弩
師
の
設
置
を
命
じ
た
貞
観
十
二
年
五
月
十
九
日
太
政
官
符
（『
類
聚
三

代
格
』
巻
五
）
を
掲
げ
る
。

太
政
官
符

応
下

以
二

権
史
生
鴈
高
松
雄
一

遷
中―

補
弩
師
上

事

右
得
二

出
雲
国
解
一

、
謹
案
下

太
政
官
去
二
月
十
二
日
下
二

当
道
一

符
上

�
、
得
二

大

宰
府
解
一

�
、
大
鳥
集
二

于
兵
庫
楼
上
一

。
訪
二

之
卜
筮
一

当
レ

有
二

隣
国
兵
事
一

者
。
如
レ

聞
、
新
羅
商
船
時
々
到
着
。
仮
令
託
二

事
商
賈
一

来
為
二

侵
暴
一

、
忽
无
二

其
備
一

恐
同
二

慢
蔵
一

。
右
大
臣
宣
、
奉
レ

勅
、
居
レ

安
慮
レ

危
、
有
レ

国
所
レ

先
、
慎
レ

微
防
レ

萌
、
安
レ

民
急
務
。
宜
下

仰
二

縁
レ

海
国
一

勤
脩
二

武
衛
一

�
加
二

巡

察
一

俾
上
レ

慎
二

斥
候
一

。
又
作
レ

弩
調
習
以
備
二

機
急
一

、
兼
有
二

堪
レ

為
レ

師
者
一

点

定
言
上
者
。
今
件
松
雄
昔
備
二

宿
衛
一

頗
習
二

兵
弩
一

、
見
二

其
才
略
一

良
堪
レ

為
レ

師
。
望
請
。
遷
二―

補
弩
師
一

令
レ

伝
二

其
術
一

。
秩
限
二

六
年
一

俸
准
二

一
分
一

。
謹

請
二

官
裁
一

者
。
従
三
位
守
大
納
言
兼
左
近
衛
大
将
行
陸
奥
出
羽
按
察
使
藤

原
朝
臣
基
経
宣
。
奉
レ

勅
、
宜
二

依
レ

請
補
一
レ

之
。
但
史
生
一
人
待
レ

闕
停
止

永
二

弩
師
一

。

山
陰
道
に
下
さ
れ
た
二
月
十
二
日
太
政
官
符
に
よ
り
、
部
内
で
弩
師
に
ふ
さ
わ
し

い
者
が
い
た
ら
点
定
し
て
言
上
す
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
。
そ
れ
を
受
け
て
出
雲

国
で
は
権
史
生
鴈
高
松
雄
を
弩
師
に
遷
補
し
、
公
廨
一
分
を
配
分
す
る
こ
と
を
申

請
し
、
認
可
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
か
わ
り
に
史
生
一
人
の
欠
員
が
生
じ
た
ら
補

任
せ
ず
、
弩
師
に
振
り
替
え
る
と
す（
５６
）
る
。

引
用
さ
れ
た
出
雲
国
解
に
よ
れ
ば
、
鴈
高
松
雄
は
か
つ
て
宿
衛
し
兵
弩
を
習
い
、

弩
の
製
作
技
術
に
も
優
れ
て
い
る
と
い
う
。
鴈
高
宿
祢
は
延
暦
四
年
（
七
八
五
）

に
昆
解
か
ら
改
賜
姓
さ
れ
た
右
京
に
本
貫
を
も
つ
百
済
系
渡
来
人
の
系
統
で
あ（
５７
）
る
。

鴈
高
松
雄
も
そ
の
一
族
で
出
雲
権
史
生
に
任
じ
ら
れ
て
出
雲
国
に
赴
任
し
て
き
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
宿
衛
し
て
兵
弩
を
習
っ
た
と
い
う
記
述
も
、
権
史
生
に
任

じ
ら
れ
る
前
、
衛
府
官
人
か
舎
人
と
し
て
の
経
験
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
ろ
う
。『
三
代
実
録
』
同
年
十
二
月
二
十
五
日
条
に
は
「
諸
衛
府
官
人
舍
人
、

兼
二―

任
諸
国
史
生
一

者
、
令
下
二

式
部
省
一

移
中

兵
部
省
上

」
と
あ
り
、
衛
府
官
人
・
舎

人
を
諸
国
史
生
に
兼
任
す
る
場
合
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
延
喜
式
』
式
部
上

で
も
、凡

大
舎
人
労
廿
年
為
レ

限
、
毎
年
一
人
任
二

諸
国
史
生
一

。

凡
左
右
近
衛
長
上
十
五
年
、
番
上
廿
年
為
レ

限
、
毎
季
各
二
人
、
左
右
兵
衛
各

一
人
、
左
右
衛
門
隔
年
各
一
人
、
任
二

諸
国
史
生
一

。

と
あ
り
、
大
舎
人
、
左
右
近
衛
・
兵
衛
・
衛
門
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
年
労
に
よ
り
諸
国

史
生
に
任
じ
ら
れ
る
規
定
に
な
っ
て
い
る
。
鴈
高
松
雄
は
、
衛
府
官
人
・
舎
人
か

ら
出
雲
権
史
生
に
任
じ
ら
れ
、
弩
師
に
転
じ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

出
雲
国
と
同
様
に
貞
観
十
二
年
二
月
十
二
日
太
政
官
符
を
受
け
て
同
年
七
月
十

九
日
太
政
官
符
に
よ
り
因
幡
国
、
同
年
八
月
十
六
日
太
政
官
符
に
よ
り
伯
耆
国
に

も
弩
師
が
設
置
、
任
命
さ
れ
た
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
五
）。
因
幡
国
弩
師
に
任
じ

ら
れ
た
黄
文
真
泉
も
「
元
直
二

宿
衛
一

能
習
二

弩
術
一

」
と
あ
り
、
鴈
高
松
雄
と
同
様

に
衛
府
で
弩
の
技
術
を
習
得
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
伯
耆
国
弩
師
に
任
じ
ら
れ
た

高
市
金
弓
は
「
歴
二―

試
其
術
一

」
の
結
果
、
師
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
と
さ
れ
た
と
す
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る
が
、
同
じ
よ
う
に
考
え
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

次
に
や
や
遅
れ
て
貞
観
十
七
年
に
設
置
さ
れ
た
石
見
国
の
場
合
、
公
廨
の
配
分

が
問
題
に
な
っ
た
。『
類
聚
三
代
格
』
巻
五
貞
観
十
七
年
十
一
月
十
三
日
太
政
官
符

に
よ
る
と
、
正
月
二
十
二
日
付
で
津
守
稲
利
が
石
見
国
弩
師
に
任
じ
ら
れ
た
が
、

新
置
の
職
と
さ
れ
た
た
め
、
財
源
が
不
明
で
俸
料
が
支
給
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ

で
史
生
一
員
を
減
じ
て
そ
の
公
廨
一
分
を
弩
師
に
配
分
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
史
生

一
員
を
減
じ
て
弩
師
を
設
置
す
る
形
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
鴈

高
松
雄
の
よ
う
に
権
史
生
か
ら
弩
師
に
転
じ
る
例
も
あ
り
、
史
生
と
弩
師
の
関
係

が
必
ず
し
も
明
確
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
国
医
師
や
博

士
と
異
な
っ
て
弘
仁
式
で
鎮
守
府
以
外
の
弩
師
が
明
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と

も
関
係
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
結
果
、
以
後
の
弩
師
設
置
で
は
史
生

一
員
を
振
り
替
え
て
一
分
官
と
す
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
。

三
、
弩
師
の
任
用
と
そ
の
変
化

（
１
）
年
官
制
度
の
な
か
の
弩
師

こ
れ
ま
で
蝦
夷
、
海
賊
、
対
外
的
危
機
対
応
の
な
か
で
の
弩
師
の
設
置
に
つ
い

て
、
時
期
を
区
分
し
て
検
討
し
て
き
た
が
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な

い
任
用
制
度
か
ら
弩
師
と
い
う
官
の
も
う
一
つ
の
側
面
を
検
討
し
て
み
た
い
。

寛
平
・
昌
泰
期
を
最
後
に
新
た
な
弩
師
設
置
の
史
料
は
み
え
な
い
。
一
方
で
そ

の
二
十
年
ほ
ど
後
の
延
喜
十
四
年
（
九
一
四
）
四
月
二
十
八
日
付
の
三
善
清
行
の

「
意
見
十
二
箇
条
」（『
本
朝
文
粋
』
巻
二
意
見
封
事
）
の
第
十
条
に
注
目
す
べ
き
意

見
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
請
レ

停
下

以
二

贖
労
人
一

、
補
中―

任
諸
国
検
非
違
使

及
弩
師
上

事
」
と
し
て
、
検
非
違
使
は
諸
国
の
百
姓
が
贖
労
銭
を
払
っ
て
任
じ
ら
れ
、

弩
師
は
年
給
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
て
い
る
実
態
を
批
判
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

弩
師
に
つ
い
て
の
認
識
と
実
態
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
少
々
長
く
な

る
が
弩
師
に
関
す
る
部
分
を
す
べ
て
引
用
す
る
。

又
縁
辺
諸
国
、
各
置
二

弩
師
一

者
、
為
レ

防
二

寇
賊
之
来
犯
一

也
。
臣
伏
見
二

本
朝

戎
器
一

、
強
弩
為
レ

神
。
其
為
レ

用
也
、
短
二

於
逐
撃
一

、
長
二

於
守
禦
一

。
古
語
相

伝
云
、
此
器
神
功
皇
后
奇
巧
妙
思
、
別
所
二

製
作
一

也
。
故
大
唐
雖
レ

有
二

弩

名
一

、
曽
不
レ

如
二

此
器
之
勁
利
一

也
。
臣
伏
見
、
陸
奥
出
羽
両
国
、
動
有
二

蝦
夷

之
乱
一

。
大
宰
管
内
九
国
、
常
有
二

新
羅
之
警
一

。
自
余
北
陸
山
陰
南
海
三
道
、

浜
海
之
国
、
亦
皆
可
レ

備
二

隣
寇
一

者
也
。
而
今
件
弩
師
、
皆
充
二

年
給
一

、
許
令
二

斥
売
一

。
唯
論
二

価
直
之
高
下
一

、
不
レ

問
二

才
伎
之
長
短
一

。
故
所
二

充
任
一

者
、

未
レ

知
二

軍
器
之
有
一レ

弩
。
况
暁
二

機
弦
之
所
一レ

用
乎
。
仮
令
天
下
太
平
、
四
方
無
レ

虞
、
猶
宜
三

安
不
レ

忘
レ

危
、
日
慎
二

一
日
一

。
况
万
分
之
一
、
若
有
二

隣
寇
挑
レ

死
一

者
、
空
懐
二

此
器
一

、
孰
人
施
用
乎
。
伏
望
、
令
下
二

六
衛
府
宿
衛
等
一

。
練
中―

習

弩
射
之
術
上

、
試
二

其
才
伎
一

、
随
二

其
功
労
一

、
充
二―

任
件
国
弩
師
一

。
然
則
人
才

適
レ

名
、
城
戎
易
レ

守
。

縁
辺
諸
国
に
弩
師
を
置
く
の
は
寇
賊
の
侵
攻
を
防
ぐ
た
め
で
あ
る
と
し
、
弩
の
強

力
な
武
器
と
し
て
の
有
用
性
を
述
べ
た
の
ち
、
陸
奥
・
出
羽
両
国
は
蝦
夷
の
乱
、

大
宰
府
は
新
羅
に
対
す
る
警
備
の
た
め
、
そ
れ
以
外
の
北
陸
・
山
陰
・
南
海
道
の

縁
海
諸
国
も
「
隣
寇
」
に
備
え
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
現
状

の
弩
師
は
年
給
を
も
っ
て
売
官
さ
れ
、
任
料
の
高
下
ば
か
り
に
と
ら
わ
れ
て
そ
の

技
術
が
問
わ
れ
な
い
ど
こ
ろ
か
、
武
器
に
弩
が
あ
る
こ
と
す
ら
知
ら
な
い
者
が
任

じ
ら
れ
て
お
り
、
万
が
一
の
と
き
に
対
応
で
き
な
い
と
批
判
し
、
六
衛
府
宿
衛
等

に
弩
の
技
術
を
習
得
さ
せ
、
そ
の
功
労
に
よ
っ
て
弩
師
に
任
命
す
る
よ
う
に
と
意

見
し
て
い
る
。
前
半
の
諸
国
検
非
違
使
と
と
も
に
、
諸
国
軍
備
の
あ
り
よ
う
に
対

し
て
そ
の
任
用
の
実
態
か
ら
危
機
感
を
も
っ
て
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
本
古
代
に
お
け
る
弩
と
弩
師

一
四



年
給
と
は
、
一
定
の
人
々
（
給
主
）
が
毎
年
一
定
数
（
給
数
）
の
官
職
に
つ
い

て
任
官
さ
せ
た
い
人
（
被
給
者
）
を
推
挙
で
き
る
年
官
と
、
同
様
に
叙
位
を
推
挙

で
き
る
年
爵
を
合
わ
せ
た
総
称
で
あ（
５８
）
る
。
三
善
清
行
が
弩
師
に
つ
い
て
言
う
「
年

給
」
と
は
「
年
官
」
の
こ
と
で
あ
り
、
給
主
は
任
料
を
得
分
と
し
、
そ
の
高
下
に

応
じ
て
被
給
者
を
弩
師
に
推
挙
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
年
官
制
度
は
寛
平
年
間
、
と
く
に
寛
平
六
（
八
九
四
）〜
七
年
ま
で
に
成
立
し

た
と
さ（
５９
）
れ
、
九
世
紀
末
か
ら
十
世
紀
初
頭
こ
ろ
ま
で
に
は
、
受
領
な
ど
を
の
ぞ
い

て
基
本
的
に
官
職
の
年
労
や
恩
寵
に
よ
っ
て
任
官
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
へ
転
換
し
て

い
く
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い（
６０
）
る
。
弩
師
の
問
題
も
こ
の
中
で
検
討
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

実
際
に
弩
師
が
年
給
制
度
の
な
か
に
入
っ
て
い
た
こ
と
は
、『
西
宮
記
』
巻
二
一

分
召
の
記
事
の
な
か
に
み
え
る
。
一
分
召
と
は
、
一
分
官
を
任
命
す
る
除
目
の
こ

と
で
、
通
常
の
除
目
と
は
別
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
一
分
官
と
は
公

廨
一
分
の
配
分
を
受
け
る
官
で
、
当
初
は
諸
国
の
史
生
と
国
博
士
、
国
医
師
が
該

当
し
た
。
し
た
が
っ
て
史
生
を
減
員
し
て
設
置
さ
れ
た
弩
師
は
一
分
官
と
さ
れ
た

こ
と
は
先
に
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
一
分
官
で
あ
る
史
生
は
式
部
判
補
で
あ
っ

た
か
ら
、『
西
宮
記
』
は
「
卿
参
レ

省
行
レ

之
、
丞
一
人
乗
下

結
二

唐
尾
一

馬
奉
レ

引
、
卿

乗
二

庇
指
糸
毛
車
一

、
或
於
里
亭
行
之
」
と
式
部
省
か
式
部
卿
里
亭
で
行
わ
れ
る
と

割
書
に
記
し
て
い
る（
６１
）
が
、
本
文
に
よ
る
と
式
部
卿
が
一
分
召
を
行
う
こ
と
を
奏
上

し
、
そ
れ
を
う
け
て
蔵
人
頭
が
申
文
を
集
め
て
上
卿
に
下
し
て
選
定
、
奏
聞
し
、

当
日
は
上
卿
が
式
部
輔
を
陣
下
に
召
し
て
下
給
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
内（
６２
）
給
二
十
人
、
三
宮
給
、
公
卿
給
、
省
官
給
な
ど
の
年
給
と
諸
司
か
ら
の
申
文

に
よ
る
も
の
か
ら
な
っ
て
い
た
。『
西
宮
記
』
で
は
内
給
書
様
も
附
載
さ
れ
、
内
給

二
十
人
の
う
ち
に
「
因
幡
権
弩
師
従
八
位
上
犬
飼
造
今
成
〔
作
物
所
人
〕」（〔

〕

内
は
細
字
、
割
書
部
分
。
以
下
同
じ
）
の
記
載
も
み
え
る
。
作
物
所
人
料
に
宛
て

る
た
め
犬
飼
造
今
成
を
因
幡
権
弩
師
に
任
ず
る
も
の
で
あ
る
。
実
際
の
一
分
召
の

例
を
記
し
た
も
の
か
、
サ
ン
プ
ル
と
し
て
の
架
空
の
事
例
な
の
か
は
不
明
だ
が
、

弩
師
も
一
分
召
で
任
じ
ら
れ
る
う
ち
に
入
っ
て
い
る
こ
と
は
確
認
さ
れ
よ
う
。

ま
た
年
官
に
は
名
替
も
よ
く
み
ら
れ
る
。
名
替
と
は
、
一
旦
補
任
さ
れ
た
も
の

を
停
止
し
て
、
給
主
が
そ
の
推
薦
枠
で
別
人
に
替
え
て
申
任
す
る
も
の
で
、
本
望

で
な
い
と
か
病
気
で
あ
る
と
か
を
理
由
に
す
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た
「
不
レ

給
二

任

符
一

」
と
い
う
文
言
も
定
型
化
し
て
い
る
。
名
替
に
よ
り
給
主
は
一
回
の
申
請
権
で

複
数
回
に
わ
た
る
申
任
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
実
在
の
人
物
を
申
任
し
て
い
れ
ば

そ
れ
だ
け
任
料
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
一
方
で
希
望
者
が
い
な
い
場
合
に
暫

定
的
に
架
空
の
作
名
者
を
申
任
し
、
後
か
ら
希
望
者
が
出
て
き
た
場
合
に
差
し
替

え
る
こ
と
も
行
わ
れ（
６３
）
た
。

『
類
聚
符
宣
抄
』
巻
七
諸
国
郡
司
天
暦
八
年
（
九
五
四
）
七
月
二
十
三
日
付
の
式

部
省
の
申
請
に
み
え
る
出
雲
弩
師
桑
原
直
生
は
名
替
の
ケ
ー
ス
と
し
て
も
み
て
よ

い
だ
ろ
う
。

式
部
省

白
丁
小
田
臣
豊
郷
〔
備
中
国
小
田
郡
人
〕

望
二

当
郡
大
領
小
田
遂
津
考
解
之
替
一

右
去
延
喜
廿
一
年
造
省
料
一
分
代
、
以
二

桑
原
直
生
一

、
去
天
慶
三
年
五
月
申
二―

補
出
雲
弩
師
一

。
而
不
レ

給
二

任
符
一

。
秩
満
仍
停
二

彼
宣
旨
一

。
以
二

件
豊
郷
一

改

所
レ

請
如
レ

件
。

天
暦
八
年
七
月
廿
三
日

権
中
納
言
従
三
位
源
朝
臣
兼
明
宣
、
奉
レ

勅
、
停
二

去
延
喜
廿
一
年
造
省
料

一
分
代
出
雲
弩
師
桑
原
直
生
宣
旨
一

。
宜
下

以
二

小
田
豊
郷
一

改
中―

任
備
中
国
小
田
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郡
大
領
小
田
遂
津
考
解
替
上

。

同
年
十
二
月
廿
九
日

大
丞
藤
原
懐
忠
奉

延
喜
二
十
一
年
（
九
三
一
）
の
式
部
省
造
省
料
の
一
分
官
が
未
補
と
な
っ
て
お
り
、

天
慶
三
年
五
月
に
桑
原
直
生
を
出
雲
弩
師
に
補
し
た
が
、
任
符
を
授
け
ず
保
留
状

態
に
し
た
ま
ま
で
秩
満
を
迎
え
た
た
め
、
ま
だ
そ
の
権
利
が
残
っ
て
い
る
と
し
て

備
中
国
小
田
郡
人
の
小
田
豊
郷
を
申
任
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
出
雲
弩
師
に
替
え
て

小
田
郡
大
領
に
申
任
す
る
と
い
う
も
の
で
あ（
６４
）
る
。
し
た
が
っ
て
、
桑
原
直
生
は
出

雲
弩
師
と
し
て
の
実
態
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
先
に
指
摘
し
た

よ
う
に
名
替
の
場
合
、
最
初
に
作
名
者
を
申
任
す
る
場
合
も
あ
っ
た
が
、
弩
師
は

一
分
官
な
の
で
、
後
述
す
る
よ
う
に
希
望
者
が
い
な
い
場
合
に
は
二
合
を
行
う
こ

と
が
で
き
た
の
で
、
あ
え
て
作
名
者
を
申
任
し
て
名
替
す
る
こ
と
も
な
い
と
考
え

ら
れ
る
。

（
２
）
十
世
紀
の
弩
師

桑
原
直
生
は
弩
師
と
し
て
の
実
態
も
な
か
っ
た
が
、
ほ
か
に
も
十
世
紀
に
お
い

て
弩
師
の
具
体
名
が
知
ら
れ
る
史
料
が
あ
る
。

ま
ず
天
慶
三
年
（
九
四
〇
）
三
月
七
日
「
笠
小
門
門
子
家
地
林
地
田
売
券
案
」

（
東
大
寺
文
書
四
五
―
三
一
八
）
で
あ
る
。
筑
前
国
穂
浪
郡
内
の
治
田
五
町
七
段
百

歩
・
家
一
院
・
林
地
一
町
を
源
敏
に
売
却
し
た
売
券
で
あ
る（
６５
）
が
、
そ
の
な
か
に
、

十
図
五
里
四
垣
辺
田
三
段
百
八
十
歩

同
図
四
里
卅
三
川
原
田
一
段

已
上
去
延
長
七
年
三
月
廿
二
日
前
弩
師
穂
波
後
生
�
同
浦
景
等
進
券

と
、
田
地
二
か
所
計
四
段
余
を
前
弩
師
穂
波
後
生
ら
か
ら
延
長
七
年
に
買
得
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
の
田
地
も
同
様
に
延
長
六
年
（
九

二
八
）〜
八
年
に
か
け
て
穂
浪
清
景
、
穂
浪
浦
景
、
前
郡
老
穂
浪
幸
生
、
穂
浪
安
子

（
後
安
子
）、
大
江
朝
海
、
大
江
当
明
、
放
運
ら
か
ら
買
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

「
穂
浪
後
安
子
男
子
大
江
当
明
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
同
じ
く
穂
波
安
子

（
後
安
子
）
と
連
記
さ
れ
て
い
る
大
江
朝
海
も
子
で
あ
ろ
う
し
、
他
も
い
ず
れ
も
穂

浪
姓
で
類
似
す
る
名
も
多
い
こ
と
か
ら
、
一
族
だ
と
み
て
よ
い
。
前
弩
師
穂
波
後

生
は
穂
浪
郡
の
郡
司
ク
ラ
ス
で
墾
田
開
発
を
進
め
て
い
た
こ
の
在
地
有
力
層
の
一

員
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
大
宰
府
弩
師
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
可

能
性
は
高
い
。

九
世
紀
後
半
か
ら
十
世
紀
か
け
て
富
豪
層
な
ど
在
地
有
力
層
と
院
宮
王
臣
家
等

と
の
結
び
つ
き
が
拡
大
し
て
い
く
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
院
宮
王
臣
家

の
年
官
と
し
て
弩
師
に
申
任
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

ま
た
天
禄
三
年
（
九
七
二
）
五
月
三
日
「
天
台
座
主
良
源
遺
告（
６６
）
」
に
は
「
大
弩

師
」
が
み
え
る
。
良
源
が
直
接
管
理
す
る
房
舍
の
後
継
者
の
指
名
、
諸
荘
園
か
ら

の
収
入
の
用
途
区
分
、
法
具
類
の
遺
産
分
け
、
葬
儀
の
方
法
を
記
し
た
も
の
で
、

そ
の
中
に
、

三
津
御
厨
一
所
〔
在
出
雲
国
島
根
郡
〕

右
島
、
故
大
弩
師
貫
邦
施
入
也
、
年
料
所
海
藻
等
、
先
充
法
華
堂
僧
、
次

可
レ

充
二

不
断
念
仏
八
講
等
僧
供
料
一

と
、
出
雲
国
島
根
郡
の
三
津
御
厨
が
大
弩
師
貫
邦
に
よ
り
延
暦
寺
に
寄
進
さ
れ
た

荘
園
と
し
て
み
え
る
。
年
料
と
し
て
法
華
堂
僧
と
不
断
念
仏
八
講
等
の
僧
供
料
と

し
て
海
藻
を
貢
納
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
三
津
御
厨
は
現
松
江
市
鹿
島
町
御
津

に
比
定
さ
れ（
６７
）
る
。
そ
こ
は
『
出
雲
国
風
土
記
』
島
根
郡
条
に
「
御
津
浜
、
広
二
百

八
歩
〔
有
百
姓
之
家
〕。
三
島
〔
生
海
藻
〕」
と
み
え
る
御
津
浜
、
三
島
を
中
心
と

し
た
地
域
に
相
当
す
る
。
海
藻
が
特
筆
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
三
津
御
厨
の
年
料

と
し
て
海
藻
が
貢
納
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。

日
本
古
代
に
お
け
る
弩
と
弩
師

一
六



「
大
弩
師
」、
貫
邦
と
い
う
人
物
、
い
ず
れ
も
他
に
み
え
な
い
。
弩
師
な
の
か
も

含
め
て
後
考
を
ま
ち
た
い
。

（
３
）
弩
師
の
終
焉

一
分
召
の
記
録
は
十
一
世
紀
に
な
る
と
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
ず
、『
江
家
次
第
』
に

も
項
が
な
い
の
で
、
そ
れ
ま
で
に
は
廃
絶
し
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
一
分
官

自
体
が
形
式
上
も
消
滅
し
て
い
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
九
世
紀
末
以
降
、
受
領
が

成
立
す
る
と
、
介
以
下
の
任
用
国
司
は
国
務
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
く
。
同
時
に
介

以
下
が
年
給
の
対
象
と
な
り
、
や
が
て
公
廨
や
正
税
な
ど
が
枯
渇
し
財
政
構
造
も

大
き
く
変
化
す
る
と
、
任
用
国
司
は
収
入
の
あ
て
も
な
く
な
り
事
実
上
の
揚
名
官

化
し
て
い（
６８
）
く
。

こ
う
し
た
状
況
は
四
等
官
以
下
の
地
位
と
な
る
一
分
官
に
任
じ
ら
れ
て
も
、
被

給
者
に
は
ほ
と
ん
ど
実
利
を
も
た
ら
さ
な
い
も
の
と
な
り
、
希
望
者
も
激
減
す
る
。

そ
の
た
め
、
申
任
さ
れ
な
か
っ
た
一
分
一
人
と
二
分
一
人
を
合
わ
せ
て
三
分
一
人

を
給
す
る
二
合
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
こ
う
し
て
一
分
官
補
任
は

事
実
上
な
く
な
っ
て
い
く
。
つ
ま
り
史
生
や
国
博
士
、
国
医
師
、
弩
師
は
事
実
上

消
え
て
い
く
こ
と
に
な（
６９
）
る
。

儀
式
書
、
年
中
行
事
書
等
に
記
す
補
任
帳
進
上
の
儀
の
変
化
も
み
て
お
こ
う
。

『
延
喜
式
』
式
部
上
に
は
、

凡
内
外
諸
司
主
典
已
上
、
及
諸
国
史
生
、
博
士
、
医
師
、
陰
陽
師
、
弩
師
補

任
帳
、
毎
年
正
月
一
日
、
七
月
一
日
、
進
二

太
政
官
一

。〔
但
蔵
人
所
料
、
六
月

十
二
月
廿
日
進
之
。〕
若
有
二

改
官
及
歴
名
錯
謬
一

者
、
以
レ

朱
側
注
。
其
解
闕

帳
者
、
正
月
一
日
進
。〔
参
議
已
上
、
不
レ

注
二

解
闕
一

。〕
又
諸
国
秩
満
帳
者
、

正
月
一
日
進
之
。
蔵
人
所
料
又
十
二
月
廿
日
進
。

と
、
諸
国
史
生
・
国
博
士
・
国
医
師
・
陰
陽
師
・
弩
師
補
任
帳
を
毎
年
正
月
一
日
、

七
月
一
日
に
太
政
官
に
進
上
す
る
と
規
定
す
る
。
し
か
し
『
政
事
要
略
』
巻
二
十

八
年
中
行
事
十
二
月
上
で
は
「
廿
日
以
前
式
部
省
諸
国
主
典
已
上
料
史
生
博
士
医

師
秩
満
帳
進
蔵
人
所
事
〔
年
来
廿
日
進
レ

之
〕」、『
小
野
宮
年
中
行
事
』
で
は
元
日

に
「
同
日
式
兵
両
省
補
任
帳
進
二

太
政
官
一

事
」
と
の
み
み
え
、
弩
師
を
含
む
補
任

帳
進
上
は
記
載
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
く
。
十
世
紀
後
半
以
降
、
弩
師
は
任
命
さ
れ

な
く
な
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
弩
と
弩
師
に
つ
い
て
そ
の
全
体
像
を
再
検
討
し
て
み
た
。
こ
れ
ま
で
論

じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
確
認
す
る
に
す
ぎ
な
い
部
分
も
少
な
く
な
い
が
、『
日
本
書

紀
』
や
『
陸
奥
話
記
』
の
弩
は
漢
籍
か
ら
引
用
で
弩
の
使
用
実
態
を
示
す
も
の
で

は
な
い
こ
と
、
弩
自
体
は
節
度
使
体
制
下
で
は
じ
め
て
本
格
的
に
配
備
さ
れ
た
と

み
ら
れ
る
こ
と
、
九
世
紀
に
か
け
て
東
北
の
蝦
夷
対
応
で
実
戦
に
も
配
備
さ
れ
た

が
結
局
定
着
し
な
か
っ
た
こ
と
は
注
意
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。
九
世
紀
以
降
危
機

対
応
の
一
環
で
大
宰
府
・
鎮
守
府
・
陸
奥
・
出
羽
以
外
に
も
弩
師
が
設
置
さ
れ
て

い
っ
た
が
、
そ
れ
は
弩
師
が
置
か
れ
な
け
れ
ば
管
理
、
使
用
で
き
な
い
ほ
ど
弩
は

武
器
と
し
て
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
弩
師
が
広
く
設

置
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
ろ
か
ら
年
官
制
度
が
成
立
し
、
弩
師
も
そ
の
な
か
に
組

み
込
ま
れ
た
め
、
弩
師
自
体
が
実
効
性
を
も
っ
た
官
職
と
し
て
機
能
し
て
い
た
か

は
疑
問
で
あ
る
。

で
は
中
国
で
は
重
要
な
武
器
と
し
て
機
能
し
て
い
た
弩
が
、
な
ぜ
日
本
で
は
定

着
し
な
か
っ
た
の
か
、
中
世
の
武
器
と
し
て
継
承
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
は
武
士
や

戦
争
の
特
質
と
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

社
会
文
化
論
集

第
十
号

二
〇
一
四
年
三
月

一
七



〔
注
〕

（
１
）『
日
本
国
語
大
辞
典
』「
い
し
ゆ
み
【
石
弓
・
弩
】」「
お
お
ゆ
み
【
弩
・
大
弓
】」

「
ど
【
弩
】」
の
各
項
。

（
２
）
駒
井
和
愛
「
古
代
支
那
に
於
け
る
弩
の
用
法
」『
歴
史
学
研
究
』
一
―
四
、

一
九
三
四
。

（
３
）
末
永
雅
雄
『
上
代
の
武
器
』、
弘
文
堂
書
房
、
一
九
四
一
。

（
４
）
瀧
川
政
次
郎
「
律
令
禁
物
考
―
上
・
下
―
」『
国
学
院
大
学
政
経
論
叢
』
一

一
―
一
・
二
、
一
九
六
二
、
佐
伯
有
清
「
律
令
時
代
の
禁
書
と
禁
兵
器
制
」

『
日
本
古
代
の
政
治
と
社
会
』、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
〇
。

（
５
）
板
橋
源
「
鎮
守
府
弩
師
考
」『
岩
手
大
学
学
芸
学
部
研
究
年
報
』
第
八
巻
第

一
部
、
一
九
五
五
。

（
６
）
近
江
昌
司
「
本
朝
弩
考
」『
国
学
院
雑
誌
』
八
〇
―
一
一
、
一
九
七
九
。
以

下
、
近
江
昌
司
は
本
論
文
に
よ
る
。

（
７
）
櫛
木
謙
周
「
律
令
制
下
に
お
け
る
技
術
の
伝
播
と
変
容
に
関
す
る
試
論
」『
歴

史
学
研
究
』
五
一
八
、
一
九
八
三
。

（
８
）
加
藤
孝
Ａ
「
弩
・
弩
台
考
」『
東
北
学
院
大
学
論
集

歴
史
学
・
地
理
学
』

七
、
一
九
七
六
、
Ｂ
「
考
古
学
上
よ
り
観
た
古
代
野
代
営
跡（
二
）」『
東
北

学
院
大
学
東
北
文
化
研
究
所
紀
要
』
一
四
、
一
九
八
三
。

（
９
）
胡
口
靖
夫
「
八
世
紀
前
期
の
禁
兵
器
制
の
実
態
」、
林
陸
朗
先
生
還
暦
記
念

会
編
『
日
本
古
代
の
制
度
と
制
度
』、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
五
。

（
１０
）『
姫
原
西
遺
跡
』
一
般
国
道
９
号
出
雲
バ
イ
パ
ス
建
設
予
定
地
内
埋
蔵
文
化

財
発
掘
調
査
報
告
Ⅰ
、
島
根
県
教
育
委
員
会
、
一
九
九
九
、『
伊
治
城
―
平

成
十
一
年
度
第
二
六
次
発
掘
調
査
報
告
書
―
』
築
館
町
文
化
財
調
査
報
告
書

第
一
三
集
、
築
館
町
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
〇
。

（
１１
）
石
原
渉
「
収
蔵
資
料

永
初
六
年
銘
「
弩
」
に
つ
い
て
」『
観
峰
館
紀
要
』

三
、
二
〇
〇
七
。

（
１２
）
鄭
淳
一
「
貞
観
年
間
に
お
け
る
弩
師
配
置
と
新
羅
問
題
」『
早
稲
田
大
学
大

学
院
文
学
研
究
科
紀
要

第
四
分
冊
』
五
六
、
二
〇
一
一
。

（
１３
）
五
十
嵐
基
善
「
天
平
期
に
お
け
る
節
度
使
体
制
の
軍
事
的
意
義
に
つ
い
て
」

『
日
本
古
代
学
』
四
、
二
〇
一
二
。

（
１４
）
近
江
昌
司
は
、
弩
は
軍
団
に
備
え
ら
れ
た
官
器
仗
で
あ
る
の
で
、
そ
の
弩
を

使
っ
て
弩
手
の
教
習
が
行
わ
れ
た
と
す
る
が
、
そ
う
す
る
と
弩
手
が
「
教
習

に
赴
く
」
と
す
る
令
文
と
齟
齬
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
１５
）
松
本
政
春
「
大
宝
軍
防
令
の
復
原
的
研
究
」『
律
令
兵
制
史
の
研
究
』、
清
文

堂
、
二
〇
〇
二
、
初
出
一
九
七
一
。

（
１６
）
仁
井
田
陞
『
唐
令
拾
遺
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
四
、
初
版
一
九
三
三
。

（
１７
）『
法
曹
至
要
抄
』
中
兵
仗
事
、『
訳
注
日
本
律
令
三

律
本
文
篇
下
』
擅
興
律
。

（
１８
）
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
）
欽
明
二
十

三
年
六
月
条
頭
註
一
。

（
１９
）
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』
天
武
元
年
七
月
壬
寅
条
頭
註
九
。

（
２０
）
近
江
昌
司
、
胡
口
靖
夫
前
掲
注（
９
）論
文
。

（
２１
）
石
原
渉
前
掲
注（
１１
）論
文

（
２２
）
前
掲
注（
１０
）『
姫
原
西
遺
跡
』。

（
２３
）
前
掲
注（
１０
）『
伊
治
城
―
平
成
十
一
年
度
第
二
六
次
発
掘
調
査
報
告
書
―
』。

（
２４
）
石
原
渉
前
掲
注（
１１
）論
文
。

（
２５
）『
類
聚
三
代
格
』
巻
五
弘
仁
三
年
（
八
一
二
）
十
一
月
十
五
日
太
政
官
符
な
ど
。

（
２６
）「
正
倉
院
文
書
」
正
集
第
三
十
巻
、
続
々
修
第
三
十
五
帙
第
五
巻
、
同
第
六

巻
、『
大
日
本
古
文
書
』
一
巻
五
八
六
〜
六
〇
四
頁
。
出
雲
国
計
会
帳
の
復

日
本
古
代
に
お
け
る
弩
と
弩
師

一
八



原
、
校
訂
に
つ
い
て
は
平
川
南
「
出
雲
国
計
会
帳
・
解
部
の
復
原
」『
漆
紙

文
書
の
研
究
』、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
、
初
出
一
九
八
四
。

（
２７
）
近
江
昌
司
は
、
大
石
村
主
大
国
の
還
却
を
告
げ
る
節
度
使
符
が
十
一
月
十
五

日
付
で
、
出
雲
国
府
に
到
来
す
る
ま
で
十
五
日
を
要
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

大
国
は
石
見
の
節
度
使
鎮
所
に
参
向
し
た
後
、
京
に
上
り
、
京
で
弩
の
製
造

教
習
を
受
け
て
、
直
接
帰
国
し
た
と
す
る
。
注
目
す
べ
き
指
摘
で
あ
る
が
、

他
に
も
十
五
日
以
上
を
要
し
た
節
度
使
符
が
少
な
く
と
も
四
通
あ
る
の
で
、

問
題
が
残
る
。
な
お
、
櫛
木
謙
周
前
掲
注（
７
）論
文
は
節
度
使
鎮
所
で
伝
授

さ
れ
た
と
す
る
。

（
２８
）
節
度
使
解
の
な
か
に
天
平
五
年
九
月
二
十
七
日
付
で
「
別
当
国
司
目
正
八
位

下
小
野
臣
淑
奈
麻
呂
事
、
右
依
二

九
月
一
日
口
宣
一

件
人
注
二

姓
名
一

附
レ

駅
申

送
事
」
と
み
え
る
。
節
度
使
か
ら
九
月
一
日
の
口
宣
で
造
兵
器
別
当
を
置
く

こ
と
が
命
じ
ら
れ
、
出
雲
国
で
は
目
の
小
野
淑
奈
麻
呂
を
選
任
し
て
そ
の
名

を
九
月
二
十
七
日
付
解
に
記
し
、
駅
に
附
し
て
節
度
使
へ
上
申
し
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
節
度
使
が
そ
れ
を
承
認
し
て
十
月
十
一
日
付
で
出
雲
国
へ
返

答
し
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
２９
）
五
十
嵐
基
善
前
掲
注（
１３
）論
文

（
３０
）
松
本
政
春
「
郡
司
の
軍
事
指
揮
権
と
そ
の
基
盤
」『
律
令
兵
制
史
の
研
究
』、

清
文
堂
、
二
〇
〇
二
、
初
出
一
九
八
六
。

（
３１
）
長
門
国
弩
師
を
任
命
す
る
貞
観
十
一
年
十
一
月
二
十
九
日
太
政
官
符
（『
類

聚
三
代
格
』
巻
五
）
で
は
「
有
二

弩
機
一

無
二

其
師
一

」
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
３２
）
弩
師
設
置
を
規
定
し
た
『
類
聚
三
代
格
』
巻
五
承
和
四
年
二
月
八
日
太
政
官

符
は
、
こ
の
陸
奥
国
解
を
引
用
す
る
が
、
当
該
部
分
を
省
略
し
て
い
る
。

（
３３
）『
続
日
本
後
紀
』
承
和
四
年
四
月
癸
丑
条
、
同
六
年
四
月
丁
丑
条
、
同
七
年

三
月
辛
丑
条
、
同
年
同
月
壬
寅
条
。
渕
原
智
幸
「
九
世
紀
陸
奥
国
の
蝦
夷
・

俘
囚
支
配
」『
平
安
期
東
北
支
配
の
研
究
』、
二
〇
一
三
、
初
出
二
〇
〇
四
。

（
３４
）『
朝
野
群
載
』
巻
十
一
承
平
五
年
六
月
三
日
官
宣
旨
に
「
右
衛
門
志
比
部
貞

直
」
と
み
え
る
。

（
３５
）
板
橋
源
前
掲
注（
５
）論
文
、
加
藤
孝
前
掲
注（
８
）Ａ
論
文
な
ど
。

（
３６
）『
陸
奥
話
記
』
の
引
用
は
、
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
本
（
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）

写
）
を
底
本
と
す
る
日
本
思
想
大
系
『
古
代
政
治
社
会
思
想
』（
岩
波
書
店
、

一
九
七
九
）
所
収
本
（
大
曽
根
章
介
校
注
）
に
拠
っ
た
。
傍
線
部
に
つ
い
て

は
、
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
本
を
底
本
と
す
る
梶
原
正
昭
校
注
『
陸
奥
話
記
』

（
現
代
思
潮
社
、
二
〇
〇
六
）
所
収
本
と
も
同
じ
で
あ
る
。
他
本
と
の
校
異

を
み
て
も
明
白
な
誤
り
を
除
い
て
異
同
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

（
３７
）
上
野
武
「『
陸
奥
話
記
』
と
藤
原
明
衡
」（『
古
代
学
研
究
』
一
二
九
、
一
九

九
三
）
は
、
こ
れ
ら
奏
状
は
藤
原
明
衡
の
作
で
あ
り
、
そ
の
関
係
か
ら
『
陸

奥
話
記
』
の
作
者
も
藤
原
明
衡
だ
と
す
る
。

（
３８
）
前
掲
注（
３６
）梶
原
正
昭
校
注
『
陸
奥
話
記
』。

（
３９
）
大
曽
根
章
介
「
軍
記
物
語
と
漢
文
学
―
『
陸
奥
話
記
』
を
素
材
に
し
て
―
」

『
大
曽
根
章
介

日
本
漢
文
学
論
集
』
第
三
巻
、
汲
古
書
院
、
一
九
九
九
、

初
出
一
九
六
四
、
前
掲
注（
３６
）梶
原
正
昭
校
注
『
陸
奥
話
記
』。

（
４０
）
九
条
家
本
延
喜
式
裏
文
書
、
平
安
遺
文
四
六
〇
九
。

（
４１
）『
続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
六
年
（
七
五
四
）
四
月
庚
午
条
。

（
４２
）
板
橋
源
前
掲
注（
５
）論
文
。

（
４３
）
高
橋
富
雄
『
蝦
夷
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
三
。

（
４４
）
工
藤
雅
樹
「
多
賀
城
の
起
源
と
そ
の
性
格
」
伊
東
信
雄
・
高
橋
富
雄
編
『
古

代
の
日
本
八

東
北
』
角
川
書
店
、
一
九
七
〇
、
同
「
多
賀
城
の
創
建
と
そ

社
会
文
化
論
集

第
十
号

二
〇
一
四
年
三
月

一
九



の
諸
前
提
」
伊
東
信
雄
教
授
還
暦
記
念
会
編
『
日
本
考
古
学
・
古
代
史
論
集
』

吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
、
同
『
城
柵
と
蝦
夷
』
ニ
ュ
ー
サ
イ
エ
ン
ス
社
、

一
九
八
九
。

（
４５
）
福
井
俊
彦
「
弘
仁
格
二
題
」『
日
本
歴
史
』
四
二
一
、
一
九
八
三
。

（
４６
）
鈴
木
拓
也
「
古
代
陸
奥
国
の
官
制
」『
古
代
東
北
の
支
配
構
造
』
吉
川
弘
文

館
、
一
九
九
八
。

（
４７
）
鈴
木
拓
也
前
掲
注（
４６
）論
文
。

（
４８
）
板
橋
源
前
掲
注（
５
）論
文
。

（
４９
）
虎
尾
俊
哉
『
延
喜
式
』、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
四
。

（
５０
）
鄭
淳
一
前
掲
注（
１２
）論
文
。

（
５１
）『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
八
寛
平
六
年
九
月
十
九
日
太
政
官
符
。
出
雲
・
隠
岐

の
烽
は
天
平
年
間
の
節
度
使
体
制
下
で
一
度
、
構
築
さ
れ
て
い
た
（
天
平
六
年

度
「
出
雲
国
計
会
帳
」、『
出
雲
国
風
土
記
』）
が
、
延
暦
年
間
に
停
廃
さ
れ

た
。
ま
た
貞
観
期
の
危
機
対
応
で
も
、
大
宰
府
に
お
い
て
烽
が
再
整
備
さ
れ

て
い
る
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
八
貞
観
十
二
年
二
月
二
十
三
日
太
政
官
符
）。

（
５２
）
河
合
正
治
『
瀬
戸
内
海
の
歴
史
』（
至
文
堂
、
一
九
六
七
）、
西
別
府
元
日

「
平
安
時
代
初
期
の
瀬
戸
内
海
地
域
」（『
日
本
古
代
地
域
史
研
究
序
説
』、
思

文
閣
出
版
、
二
〇
〇
三
、
初
出
一
九
九
五
）、
松
原
弘
宣
「
九
世
紀
に
お
け

る
対
外
交
易
と
そ
の
流
通
」（『
古
代
国
家
と
瀬
戸
内
海
交
通
』、
吉
川
弘
文

館
、
二
〇
〇
四
、
初
出
一
九
九
九
）。

（
５３
）
二
〇
一
一
年
の
東
日
本
大
震
災
を
契
機
に
貞
観
年
間
を
中
心
と
し
た
奈
良
・

平
安
期
の
地
震
、
噴
火
、
自
然
災
害
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
り
、
多
く
の
研

究
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
さ
し
あ
た
っ
て
は
保
立
道
久
『
歴
史
の
な
か
の
大

地
動
乱
―
奈
良
・
平
安
の
地
震
と
天
皇
―
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
）
な

ど
参
照
。

（
５４
）『
三
代
実
録
』
貞
観
十
一
年
十
月
二
十
六
日
条
で
は
越
智
貞
厚
と
記
し
て
い

る
が
、
承
和
元
年
（
八
三
四
）
に
任
命
さ
れ
た
遣
唐
使
の
一
行
に
史
生
と
し

て
加
わ
り
、
帰
国
後
仁
寿
二
年
（
八
五
二
）
に
大
宰
大
典
に
任
じ
ら
れ
た
越

智
貞
原
と
同
一
人
物
で
あ
る
（
佐
伯
有
清
「
承
和
の
遣
唐
使
の
人
名
の
研
究
」

『
日
本
古
代
氏
族
の
研
究
』、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
、
初
出
一
九
七
八
）。

（
５５
）『
類
聚
三
代
格
』
巻
五
貞
観
十
一
年
十
一
月
二
十
九
日
太
政
官
符
、『
三
代
実

録
』
同
年
十
二
月
二
日
条
。

（
５６
）『
三
代
実
録
』
同
日
条
に
も
「
勅
出
雲
国
廃
二

史
生
一
員
一

。
置
二

弩
師
一
員
一

。

永
以
為
レ

例
。
即
以
二

権
史
生
従
八
位
下
鴈
高
宿
祢
松
雄
一

為
二

弩
師
一

。
以
二

善

作
一レ

弩
也
」
と
み
え
る
。

（
５７
）『
続
日
本
紀
』
延
暦
四
年
五
月
戊
戌
条
。
ま
た
『
新
撰
姓
氏
録
』
右
京
諸
蕃

下
に
鴈
高
宿
祢
は
「
出
レ

自
二

百
済
国
貴
首
王
一

也
」
と
み
え
る
。
鄭
淳
一
前

掲
注（
１２
）論
文
参
照
。

（
５８
）
尾
上
陽
介
「
年
爵
制
度
の
変
遷
と
そ
の
本
質
」『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研

究
紀
要
』
四
、
一
九
九
四
、
同
「
年
官
制
度
の
本
質
」『
史
観
』
一
四
五
、

二
〇
〇
一
。

（
５９
）
時
野
谷
滋
「
年
給
制
度
の
成
立
」『
律
令
封
録
制
度
史
の
研
究
』、
吉
川
弘
文

館
、
一
九
七
七

（
６０
）
玉
井
力
『
平
安
時
代
の
貴
族
と
天
皇
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
。

（
６１
）『
貞
信
公
記
抄
』
天
慶
元
年
（
九
三
八
）
九
月
八
日
条
「
一
分
召
、
卿
親
王

（
敦
実
親
王
）
申
二

病
由
一

、
不
レ

参
レ

省
」、
同
天
暦
二
年
（
九
四
八
）
五
月
十

六
日
条
「
一
分
召
、
於
二

卿
（
敦
実
親
王
）
家
一

行
レ

之
」、『
小
右
記
』
長
徳

三
年
（
九
九
七
）
二
月
二
十
三
日
条
「
一
分
召
、
於
二

里
第
一

被
レ

行
」、『
後

日
本
古
代
に
お
け
る
弩
と
弩
師

二
〇



二
条
師
通
記
』
寛
治
五
年
（
一
〇
九
一
）
十
二
月
十
五
日
条
「
裏
書
、
開
見
二

吏
部
記
一

之
処
、
一
分
召
事
被
レ

行
レ

之
、
於
二

私
処
一

令
レ

行
レ

之
云
々
」
な
ど
、

式
部
省
や
式
部
卿
の
里
亭
で
行
わ
れ
た
記
録
は
散
見
す
る
。
な
お
長
徳
三
年

二
月
二
十
三
日
の
事
例
を
時
野
谷
滋
前
掲
注（
５９
）論
文
は
里
内
裏
で
行
っ
た

と
解
し
て
い
る
が
、
こ
の
年
一
条
天
皇
は
内
裏
に
居
る
の
で
（
宅
間
直
樹
編

『
皇
居
行
幸
年
表
』、
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
七
）、「
里
第
」
は
式
部
卿

邸
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

（
６２
）
内
給
と
は
天
皇
分
の
年
料
で
あ
る
（
時
野
谷
滋
前
掲
注（
５９
）論
文
）。

（
６３
）
時
野
谷
滋
前
掲
注（
５９
）論
文
。

（
６４
）『
類
聚
符
宣
抄
』
巻
七
諸
国
郡
司
で
は
、
本
国
申
請
の
ほ
か
、
天
慶
二
年
（
九

三
九
）
十
二
月
二
十
七
日
に
弁
官
給
に
よ
り
刑
部
宿
祢
服
秀
が
但
馬
国
美
含

郡
少
領
に
任
じ
ら
れ
た
例
、
貞
元
三
年
（
九
七
八
）
九
月
七
日
に
式
部
省
給

（
厨
家
料
）
一
分
未
補
代
と
し
て
伴
良
田
連
定
信
を
讃
岐
国
多
度
郡
大
領
に

任
じ
ら
れ
た
例
な
ど
を
掲
載
し
て
い
る
。

（
６５
）
天
慶
三
年
四
月
に
源
敏
は
、
こ
れ
ら
の
穂
波
郡
内
の
買
得
し
た
田
地
す
べ
て

を
姉
源
珍
子
の
「
忌
日
法
事
並
盆
供
等
料
」
と
し
て
観
世
音
寺
に
寄
進
し
、

五
月
に
筑
前
国
衙
に
免
除
を
申
請
し
て
い
る
。
こ
れ
が
観
世
音
寺
領
高
田
荘

と
な
る
（
竹
内
理
三
「
筑
前
国
観
世
音
寺
史
」『
竹
内
理
三
著
作
集
』
第
一

巻
、
角
川
書
店
、
一
九
九
八
、
初
出
一
九
五
五
）。

（
６６
）
廬
山
寺
文
書
、
平
安
遺
文
三
〇
五
号
、
日
本
名
跡
叢
刊
『
平
安

慈
慧
大
師

自
筆
遺
告
』
二
玄
社
、
一
九
七
七
。

（
６７
）『
日
本
歴
史
地
名
大
系

島
根
県
の
地
名
』、
平
凡
社
、
一
九
九
五
。

（
６８
）
小
原
嘉
記
「
平
安
後
期
の
任
用
国
司
号
と
在
庁
層
」、『
日
本
歴
史
』
七
三
五
、

二
〇
〇
九
。

（
６９
）
嘉
保
元
年
（
一
〇
九
四
）
二
月
二
十
二
日
「
嘉
保
元
年
大
間
書
」（「
柳
原
記

録
」
四
十
六
、『
大
日
本
史
料
』
第
三
編
之
三
、
嘉
保
元
年
二
月
十
二
日
条

所
収
）
に
は
、
陸
奥
国
に
按
察
使
・
権
守
・
介
・
権
介
・
大
掾
・
少
掾
・
少

掾
・
少
目
・
陰
陽
師
・
医
師
・
弩
師
を
記
す
が
、
補
任
者
名
は
空
白
に
な
っ

て
い
る
。
補
任
の
実
態
が
な
く
形
式
だ
け
が
残
っ
て
い
る
と
も
さ
れ
る
が

（
板
橋
源
前
掲
注（
５
）論
文
）、
そ
も
そ
も
一
分
召
で
任
じ
ら
れ
る
弩
師
が
通

常
の
除
目
結
果
を
記
す
大
間
書
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
自
体
が
問
題
で
あ
る
。

社
会
文
化
論
集

第
十
号

二
〇
一
四
年
三
月

二
一


